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ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド 

 
 

1.本投資信託説明書（請求目論見書）により行う本ファンドの募集については、発行者である委

託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2026 年 1 月 27 日に関東財務

局長に提出しており、2026 年 1 月 28 日にその効力が生じております。 

 
 

 

 

 

 

 

2.本投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、

同法第 15 条第 3項の規定に基づき投資者が本ファンドの受益権を取得するときまでに投資者か

ら請求があった場合に交付を行う目論見書です。 

3.本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外

貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されている

ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託

財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と

異なります。 
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第一部【証券情報】 

（１）【ファンドの名称】 

ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。） 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。） 
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは

閲覧に供される予定の信用格付はありません。 
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）

振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に

関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）

の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されること

により定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、

当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありま

せん。 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

1,000 億円を上限とします。 

（４）【発行（売出）価格】 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。 
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会＊規則にしたがって時価

評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計

算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては１万口当たりの価額で表

示されます。 
また、原則として、基準価額計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に当ファンドの基準価額が掲載されます。 

＊2026 年 4 月 1 日付けで、一般社団法人 資産運用業協会へ名称変更される予定です。（以下同じ。） 

（５）【申込手数料】 

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照

会先にお問い合わせください。 
・販売会社における申込手数料率は 3.85％（税抜 3.5％）が上限となっております。 

（６）【申込単位】 

販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。 

（７）【申込期間】 

2026 年 1 月 28 日から 2026 年 7 月 27 日までとします。 
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

（８）【申込取扱場所】 

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。 

委託会社の照会先 
＜ＳＢＩアセットマネジメント株式会社＞ 

電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前 9 時～午後 5 時） 
ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/ 
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（９）【払込期日】 

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。 
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわ

れる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

（１０）【払込取扱場所】 

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

（１１）【振替機関に関する事項】 

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。 

（１２）【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】 

１【ファンドの性格】 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。 

② ファンドの基本的性格 
１）商品分類 

  
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 
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２）属性区分 

  
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま

す。 

 
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

（その他資産(投資信託証券（株式（一般）)））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株

式）とが異なります。 

 
＜商品分類の定義＞ 
1．単位型投信・追加型投信の区分 

(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。 
(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。 

2．投資対象地域による区分 
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。 
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。 
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの

をいう。 
3．投資対象資産による区分 

(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるも

のをいう。 
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるも

のをいう。 
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受

益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産

以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記

載も可とする。 
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に

源泉とする旨の記載があるものをいう。 
4．独立した区分 

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF 等の運営に関する規則」に定める MMF をいう。 
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF 等の運営に関する規則」に定める MRF をいう。 
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480 号）第 12 条第 1号及び第 2号に規定する証券投資信託

並びに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定する上場証券投資信託をいう。 
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＜補足として使用する商品分類＞ 
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。 
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは

運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には

当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるもの

とする。 

 
＜属性区分の定義＞ 
1．投資対象資産による属性区分 

(1)株式 
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。 
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。 
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。 

(2)債券 
①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。 
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国

際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。 
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。 
④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。 
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特に

クレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併

記することも可とする。 
(3)不動産投信 

これ以上の詳細な分類は行わないものとする。 
(4)その他資産 

組入れている資産を記載するものとする。 
(5)資産複合 

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。 
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の

記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。 
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を

行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するも

のとする。 
2．決算頻度による属性区分 

①年 1 回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。 
②年 2 回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。 
③年 4 回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。 
④年 6 回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。 
⑤年 12 回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。 
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。 

3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)  
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。 
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものを

いう。 
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものを

いう。 
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記

載があるものをいう。 
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載

があるものをいう。 
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるも

のをいう。 
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があ

るものをいう。 
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。 
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資

産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 
4．投資形態による属性区分 

①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの

を除く。)を投資対象として投資するものをいう。 
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 
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5．為替ヘッジによる属性区分 
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載が
あるものをいう。 

②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを
行う旨の記載がないものをいう。 

6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 
①日経 225 
②TOPIX 
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。 

7．特殊型 
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種
指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。 

②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標
とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件
によって決定される旨の記載があるものをいう。 

③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。 

④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいう。 

 
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は一般社

団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法人投資信託協
会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。  
 

③ ファンドの特色 
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④ 信託金限度額 
・1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 

（２）【ファンドの沿革】 

2008 年 2 月 29 日 
・ファンドの信託契約締結、運用開始 
2023 年 4 月 1 日 
・ファンドの委託会社としての業務を新生インベストメント・マネジメント株式会社からＳＢＩアセットマネ

ジメント株式会社（2023 年 4 月 1 日に、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベ

ストメント・マネジメント株式会社と合併。合併後の商号はＳＢＩアセットマネジメント株式会社を継承）

に承継。 
2023 年 7 月 26 日 
・ファンド名称変更 
旧名称：新生・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド 
新名称：ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド 

（３）【ファンドの仕組み】 

 ① ファンドの仕組み 

  
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分

配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。  
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、

信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。  
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＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞ 
 当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。 

  

② 委託会社の概況（2025 年 10 月末現在） 
１）資本金 

4 億 20 万円 
２）沿革 

委託会社は、投資運用業務（投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づく運

用業務または投資一任契約に基づく運用業務）及び投資助言業務（投資顧問契約に基づく助言業務）を行う金

融商品取引業者です。  
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、株

主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002 年 5 月 1 日には、同グループのソフトバン

ク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、

エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更しました。 
2005 年 7 月 1 日には、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。 
2006 年 8 月 2 日には、委託会社の親会社(現ＳＢＩホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバン

ク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社）の子会社が、現ＳＢＩホールディングス株式会社の全株式を

売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、ＳＢＩグループの一員となりました。 
2019 年 12 月 20 日には、委託会社の全株式をＳＢＩアセットマネジメント・グループ株式会社（ＳＢＩＡＭ

Ｇ）が、モーニングスター株式会社より取得しました。ＳＢＩＡＭＧはモーニングスター株式会社傘下の資産

運用会社を統括する中間持株会社です。 
2022 年８月１日に、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメン

ト株式会社、ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社の３社合併をしました。なお、ＳＢＩアセットマ

ネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承しました。 
2022 年 10 月 1 日には、モーニングスター株式会社がＳＢＩＡＭＧを吸収合併したことにより、モーニング

スター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は 2023 年 3 月 30 日に、ＳＢＩグローバ

ルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。 
2023 年 4 月 1 日に、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジ

メント株式会社と合併をしました。なお、合併後の商号はＳＢＩアセットマネジメント株式会社を継承しまし

た。 

 

1986 年 8 月 29 日 日債銀投資顧問株式会社として設立 

1987 年 2 月 20 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第 4 条にかかる登録 

1987 年 9 月 9 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第 24 条１項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可 

2000 年 11 月 28 日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第 6 条の規定に基づく証券
投資信託委託業の認可 

2001 年 1 月 4 日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更 

2002 年 5 月 1 日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エス

ビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 



 
－ 9 －

2005 年 7 月 1 日 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社に商号変更 

2007 年 9 月 30 日 金融商品取引法等の施行により同法第 29 条の規定に基づく金融商品取

引業者の登録（関東財務局長（金商）第 311 号） 

2022 年 8 月 1 日 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社、ＳＢＩボンド・インベストメン

ト・マネジメント株式会社、ＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式

会社の３社合併。ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社と

し、合併後は同社名を継承。 

2023 年 4 月 1 日 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・マネ

ジメント株式会社と合併。ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続

会社とし、合併後は同社名を継承。 

 
３）大株主の状況 

株 主 名 住  所 所有株数 所有比率 

ＳＢＩグローバルアセット 
マネジメント株式会社 

東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 1,378,823 株 97.9％ 

ＰＩＭＣＯ ＡＳＩＡ 
ＬＩＭＩＴＥＤ 

Suite 2201,22nd Floor, 
Two International Finance Centre, 8 

Finance Street,Central,Hong Kong 
29,507 株 2.1％ 

 

２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

① モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の Class B 投資証

券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）及び証券投資信託である「新生 ショー

トターム・マザーファンド」の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるものをいいます。）

を主な投資対象とします。 
※当該外国投資信託は、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および

投資法人の要件を満たしております。 
② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。 
③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に

指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。 
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水

準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 

（２）【投資対象】 

投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいい

ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 
① 投資の対象とする資産の種類 

・次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものを

いいます。以下同じ。） 
イ．有価証券 
ロ．金銭債権 
ハ．約束手形 

・次に掲げる特定資産以外の資産 
イ．為替手形 

② 有価証券および金融商品の指図範囲等 
委託者は、信託金を、主として次の外国投資法人の投資証券および次のマザーファンド（その受益権を他の

証券投資信託の信託財産に取得させることを目的とした証券投資信託です。）の受益証券ならびに次の有価

証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）

に投資することを指図します。 
１．モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund （Mauritius） Limited」の Class B

投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。） 
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２．証券投資信託「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第

10 号で定めるものをいいます。） 
３．短期社債等（社振法第 66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法

第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャ

ル・ペーパー 
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に

限ります。） 
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上

必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定によ

り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。 
１．預金 
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 
３．コール・ローン 
４．手形割引市場において売買される手形 
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◆投資先ファンドの概要 
１）「Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited」Class B 投資証券 

ファンド名 「Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited」Class B 投資証券 

形態 モーリシャス籍の円建て外国投資法人 

運用の基本方針 成長性の高いインドのインフラストラクチャー（＊１）関連事業を営む企業の株式

を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざした運用を行います。 

主な投資対象 ボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式等を主要投資対象

とします。ただし、直接投資に加えて、預託証書（＊２）を用いた投資を行うこと

もあります。 

ファンドの 
関係法人 

運用会社 UTI Investment Management Company（Mauritius）Limited 

運用助言者 UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 

管理会社 Vistra Alternative Investments (Mauritius) Limited 

ファンドの特徴 １.主として、ボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する、イン

ドのインフラストラクチャー関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財

産の成長をめざした運用を行います。 
２.マクロ経済や、セクター見通しの分析によるトップダウン・アプローチ、個別

企業の予想 PER などの定量分析や、成長性などの定性分析によるボトムアッ

プ・アプローチにより、ポートフォリオを構築します。 
３.運用会社である UTI Investment Management Company（Mauritius）Limited は、

UTI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED からの投資助言をもとに運用を行い

ます。 
＊当ファンドは純資産総額の 10％を超えて借入れを行いません。 

手数料等 申込手数料はかかりません。 
換金（解約）手数料はかかりません。 
運用報酬および管理報酬等は年率 0.7％（上限）です。 
（運用報酬：0.60％、管理事務代行会社報酬：0.07％、保管会社報酬：0.03％） 

決算日 毎年３月 31 日 

（＊１）インフラストラクチャー（infrastructure）とは「社会基盤」という意味で、「インフラ」と略すこと

があります。道路・鉄道や空港・港湾などの交通・物流、電力・ガスなどのエネルギー供給、上下水

道・都市基盤や通信など多岐にわたります。 
（＊２）預託証書とは、企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に預託し、預託を

受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は株式と同様に金融

商品取引所等で取引されます。 
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２）新生 ショートターム･マザーファンド 

ファンド名 新生 ショートターム・マザーファンド 

形態 親投資信託（マザーファンド） 

運用の基本 わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 

投資態度 
主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利子等収益の確保

を図ります。 

主な投資制限 

①外貨建て資産への投資は行いません。 
②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことがで

きます。 
③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。 

設定日 2006 年 12 月 27 日（水） 

信託期間 
無期限とします。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了さ

せることがあります。 

決算日 原則として、毎年 12 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。 

収益分配方針 
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いませ

ん。 

申込手数料 かかりません。 

信託報酬 かかりません。 

委託会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 

受託会社 三井住友信託銀行株式会社 
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（３）【運用体制】 

≪ＳＢI アセットマネジメント株式会社≫ 
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。 
① 市場環境分析・企業分析 

ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協

議・策定を行います。 
② 投資基本方針の策定 

最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等

を策定します。 
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。 

③ 運用基本方針の決定 
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって

構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。 
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築 

ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者

の承認後、売買の指図を行います。 
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」で

の承認後、売買の指図等を行います。 
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価 

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを

行います。 

  
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。 

 
＜受託会社に対する管理体制＞ 

受託会社（再信託先を含む）に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を

確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。 

 
※上記体制は、今後変更となる場合があります。 
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≪ＵＴＩ アセット・マネジメント社≫ 
運用体制は以下の通りであり、それぞれの役割が明確に定義された体制となっています。 

証券リサーチ部門 22 名 

ファンドマネジメント部門 29 名 

ポートフォリオマネジメント部門 11 名 

リスクマネジメント部門 15 名 

ファンドアカウンティング部門 42 名 

コンプライアンス部門 10 名 

  
※上記体制等は、2025 年 10 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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（４）【分配方針】 

① 収益分配方針 
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。 

１）分配対象額の範囲 
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。 

２）分配対象額についての分配方針 
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の

場合には分配を行なわないこともあります。 
３）留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 
② 収益分配金の支払い 
＜自動けいぞく投資コース＞ 

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 
「自動けいぞく投資コース」を選択する場合、取得申込みを行う投資者は、販売会社との間で自動けいぞく投

資契約＊を締結します。 
＊：当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、

当該別の名称に読み替えるものとします。 
＜一般コース＞ 

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から

収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。 

（５）【投資制限】 

① 約款に定める投資制限 
１）投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関す

る法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」とい

います。以下同じ。）第 66 条第１号に規定する短期社債、同法第 117 条に規定する相互会社の社債、同法第

118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペ

ーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 
２）同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ

取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価

総額の制限を受けません。 
３）株式への直接投資は行いません。 
４）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
５）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、

制約されることがあります。 
６）委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の

予約取引の指図をすることができます。 
７）資金の借入れ 

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当

て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または

再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み

ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとし

ます。 
２．前記１．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

イ）一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行った有

価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範

囲内 
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内 
ハ）借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％以内 

３．一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で

保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で

保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で

保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。 
４．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁され

る日からその翌営業日までとします。 
５．借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

８）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエ
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クスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の 10％以内とし

ます。 
９）一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に

対する比率は、原則として、35％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団

法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 

３【投資リスク】 

（１）ファンドのリスク 
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの

運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも

加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価

額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。 

 
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅

しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。 

 
① 価格変動リスク（株価変動リスク） 

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績

や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場

合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株

式の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。 
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域の株式を実質

的な投資対象としますが、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いた

め、想定する株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額

の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。 
② 信用リスク（特定銘柄集中投資リスク） 

当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評

価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドの実質的な

投資対象には寄与度が 10％を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、投資先につ

いて特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生

じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起こりやすいリスク

があります。 
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不

履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。 
③ 為替変動リスク 

当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の

通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあり

ます。すなわち、実質的に組入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に

対して円が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。為替レートは、

各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。 
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国・地域を実質的な投

資対象としますが、そうした国・地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低い

ため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのこと

が基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。 
④ カントリーリスク 

当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・

通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済成長、物価上昇率、財政収

支、国際収支、外貨準備高等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変

動をもたらすことがあります。 
また政治不安、社会不安や対外関係の悪化が金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあ

ります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化（格付けの低下）、経

営不安・破綻、金融危機、経済危機等が起こりやすいリスクもあります。また決済の遅延・不能や決済制度

上の問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外からの投資に対する規制や外国人投資家

に対する課税の強化・導入、外国への送金・資産凍結などの規制の強化・導入、金融商品取引所・市場の閉

鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変化、戦争、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場
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や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリー

リスクを伴います。 

当ファンドはインドの株式等を主要投資対象とするため、インド株式への投資部分に対しては、インドの税

制にしたがって課税されます。インド株式は売却益に対してキャピタル・ゲイン税等が課税されます。税率、

課税方法の変更、および新たな税制が適用された場合には、基準価額に影響を与える可能性があります。ま

た、インド株式には外国人機関投資家の保有比率等に制限のある銘柄があり、これらの銘柄を投資対象とす

る場合には、運用上の制約を受ける場合があります。なお、投資先ファンドにおいては、将来発生する可能

性のあるキャピタル・ゲイン課税の支払いに備えた支払見込額の引当金を計上しておりません。 

⑤ その他の留意点 
１）金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止す

ることや、あるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。 
２）当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に

おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格

で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの

影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性

があります。 
３）投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクが

あります。 
４）当ファンドの基準価額は、組入れた投資信託証券の価格が当該投資信託証券が保有する資産の評価額の変

更等によって修正されたことにより訂正される場合や、当該国・地域等の法令等の基準等に基づき当該投

資信託証券の価格訂正が行われない場合があります。 
５）ファンドの純資産総額が一定の規模を下回った場合等、信託を終了させる場合があります。 
６）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。 

 
（２）リスク管理体制 
≪ＳＢＩアセットマネジメント株式会社≫ 

① 運用に関するリスク管理体制 
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各委員会を設け

て行っております。なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行わ

れているか日々モニタリングを行っています。 
流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン

グなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理

の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。 
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。 

会議の名称 頻度 内  容 

投資戦略委員会 原則月１回 

常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運

用部マネジャーをもって構成する。 
①運用の基本方針②市場見通し、等について協

議する。 

運用会議 原則月１回 

最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍

する者をもって構成する。 
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今

後の投資方針、等についての情報交換、議論を

行う。 

リスク管理委員会 原則月１回 

常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部

長、商品企画部長、マーケティング部長、運用

部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの

要因分析の報告及び監視等を行う。 

ファンドマネジャー 
会議 

随時 
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 
個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの

投資戦略について議論を行う。 

未公開株投資委員会 随時 

最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当

者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス

部長をもって構成する。 
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 

組合投資委員会 随時 

最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、

組合の投資する資産の調査担当者及びコンプラ

イアンス部長をもって構成する。 
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 

商品検討委員会 随時 

常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信

計理部長、コンプライアンス部長、商品企画部

長、マーケティング部長及び業務管理部長をも

って構成する。 
新商品等についての取扱い等の可否、商品性の

変更に関連する基本事項等の審議・決定を行

う。 

コンプライアンス 
委員会 

原則月１回 

常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって

構成する。 
法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守

状況の報告及び監視を行う。 

プロダクトガバナンス 

委員会 
原則月１回 

常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、コン

プライアンス部長、商品企画部長、マーケティ

ング部長及び業務管理部長をもって構成する。 

基本的商品戦略について、投資戦略委員会・運

用会議・商品検討委員会の内容、市況及び業界

動向を鑑みた上で決定する。また、商品戦略に

係る対外公表を担当する。 

上記体制は、今後、変更となる場合があります。 

 
② コンプライアンス 

コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施

策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管

理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。 

 
③ 機関化回避に関する運営 

グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家

（弁護士）を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。 
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≪ＵＴＩ アセット・マネジメント社≫ 
リスク管理政策はリスク管理部門の長と各部門の長との間で決定されます。フロント、バック、リスク管理業務

等が全て統合され、関係部署が瞬時に状況を把握できるシステムに基づきリスク管理がなされます。コンプライ

アンス・オフィサーとリスク管理部門は運用部門とは独立しチェックしています。 
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[投資リスク] 
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４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合

わせください。 
・販売会社における申込手数料率は 3.85％（税抜 3.5％）が上限となっております。 
・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額と

します。 
・＜自動けいぞく投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はか

かりません。 
※申込手数料は、当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の対価です。 

（２）【換金（解約）手数料】 

① 換金手数料 
ありません。 

② 信託財産留保額 
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。 
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる

金額のことです。 

（３）【信託報酬等】 

① 信託報酬 
信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞ 

当ファンド 
1.254％ 

（税抜 1.14％） 

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率 
ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ

て得た額が日々計上されます。 

投資対象とする投資信託証券 0.6％※ 管理・投資運用等の対価です。 

実質的負担 1.854％程度（税込） 
・投資先ファンドの運用報酬（純資産総額に対して年率 0.6％）を加えた実質的な信託（運用）報酬（税込・

年率）の概算値は、年 1.854％程度です。 
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１ ファンドの状況－２ 投資方針－（２）

投資対象」－「投資先ファンドの概要」をご覧ください。 
② 信託報酬の配分 

当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。 

信託報酬率（年率） 
合計 

1.254％ 
（1.14％） 

役務の内容 

委託会社 
0.429％ 

（0.39％） 
委託した資金の運用の対価です。 

販売会社 
0.770％ 

（0.70％） 
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、

口座内でのファンドの管理等の対価です。 

受託会社 
0.055％ 

（0.05％） 
運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

です。 
※括弧内は税抜です。 

③ 支払時期 
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日

および毎計算期末（休業日の場合は翌営業日）または信託終了のときに、信託財産から支払います。 

（４）【その他の手数料等】 

信託財産に関する諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から

支払われます。（ただし、これらに限定されるものではありません。） 
（ａ）株式等の売買委託手数料 
（ｂ）外貨建資産の保管費用 
（ｃ）借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息 
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（ｄ）信託財産に関する租税 
（ｅ）信託財産に係る監査費用等 
（ｆ）その他信託事務の処理等に要する諸費用（法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費

用、格付費用等を含みます。） 
（ａ）から（ｄ）記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、

運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、（ｅ）

記載の費用に関しては、監査に係る手数料等（年額 682,000 円（税込））が日々計上され、毎計算期間の

最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。 
（ｆ）記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日お

よび毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対し

て年率 0.10％（税込）を上限とします。 

 
また、投資先ファンドにおいて組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料および監査に関

して監査法人に支払う手数料（監査報酬）が別途投資先ファンドから支払われます。 

 
※その他の手数料等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示す

ることができません。 

 
※当該手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができま

せん。 

（５）【課税上の取扱い】 

課税上は、株式投資信託として取扱われます。 
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に NISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。 
当ファンドは、NISA の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる

場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
① 個人受益者の場合 
１）収益分配金に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税 15.315％および

地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申

告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することも

できます。 
２）解約金および償還金に対する課税 

解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、20.315％（所得税 15.315％および地方

税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定

口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税 15.315％および地方税５％）の税率に

よる源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。 
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）

を控除した利益 
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等

の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能で

す。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課

税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。 
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合  
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限と

して、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期

限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商

品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ

い。 
② 法人受益者の場合 
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当

所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有

期間に応じて法人税から控除される場合があります。 
２）益金不算入制度の適用 

益金不算入制度は適用されません。 
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。 
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③ 個別元本 
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個

別元本になります。 
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値とな

ります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合

がありますので、販売会社にお問い合わせください。 
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金) 
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一

部払戻しに相当する部分）の区分があります。 
２）受益者が収益分配金を受け取る際 

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、

当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金

の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金

(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。 
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個

別元本となります。 

  
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。 
※上記は 2025 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更

になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】 

【ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド】 

以下の運用状況は 2025 年 10 月 31 日現在です。 
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

（１）【投資状況】 
  
  

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

投資証券 モーリシャス 14,046,517,640 98.91

親投資信託受益証券 日本 1,191,568 0.01

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 154,180,554 1.09

合計(純資産総額) 14,201,889,762 100.00
  

（２）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

イ.評価額上位銘柄明細 
  
  

国／地域 種類 銘柄名 数量又は 

額面総額 
簿価 

単価 

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 

投資 

比率 

(％) 

モーリシ

ャス 
投資証券 Shinsei UTI India Fund 

(Mauritius) Limited Class B 
5,813,081,368 2.4004 13,953,720,515 2.4163635 14,046,517,640 98.91

日本 親投資信託受

益証券 
新生 ショートターム・マザーファ

ンド 
1,175,233 1.0138 1,191,451 1.0139 1,191,568 0.01

  
ロ.種類別の投資比率 
  
  

種類 投資比率（％） 

投資証券 98.91

親投資信託受益証券 0.01

合計 98.91
  

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

③【その他投資資産の主要なもの】 
  
  
該当事項はありません。 

  

（３）【運用実績】 

①【純資産の推移】 
  
  

期別 
純資産総額（百万円） 1 口当たり純資産額（円） 

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 

第 9 計算期間末 (2016 年 10 月 25 日) 1,123 1,123 0.6277 0.6277

第 10 計算期間末 (2017 年 10 月 25 日) 1,364 1,364 0.8244 0.8244
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第 11 計算期間末 (2018 年 10 月 25 日) 983 983 0.6395 0.6395

第 12 計算期間末 (2019 年 10 月 25 日) 1,051 1,051 0.6957 0.6957

第 13 計算期間末 (2020 年 10 月 26 日) 800 800 0.5682 0.5682

第 14 計算期間末 (2021 年 10 月 25 日) 1,187 1,187 0.9989 0.9989

第 15 計算期間末 (2022 年 10 月 25 日) 1,868 1,868 1.3408 1.3408

第 16 計算期間末 (2023 年 10 月 25 日) 4,520 4,520 1.5061 1.5061

第 17 計算期間末 (2024 年 10 月 25 日) 15,209 15,209 2.0005 2.0005

第 18 計算期間末 (2025 年 10 月 27 日) 14,155 14,155 1.9392 1.9392

 2024 年 10 月末日 15,210 ― 1.9952 ―

    11 月末日 14,742 ― 1.9279 ―

    12 月末日 15,145 ― 1.9763 ―

 2025 年 1 月末日 14,013 ― 1.8125 ―

     2 月末日 12,751 ― 1.6625 ―

     3 月末日 13,941 ― 1.8110 ―

     4 月末日 13,575 ― 1.7566 ―

     5 月末日 14,447 ― 1.8609 ―

     6 月末日 14,621 ― 1.8986 ―

     7 月末日 14,293 ― 1.8652 ―

     8 月末日 13,755 ― 1.8032 ―

     9 月末日 13,472 ― 1.8108 ―

    10 月末日 14,201 ― 1.9516 ―
  

②【分配の推移】 
  
  

期 期間 1 口当たりの分配金（円） 

第 9 期 2015 年 10 月 27 日～2016 年 10 月 25 日 0.0000

第 10 期 2016 年 10 月 26 日～2017 年 10 月 25 日 0.0000

第 11 期 2017 年 10 月 26 日～2018 年 10 月 25 日 0.0000

第 12 期 2018 年 10 月 26 日～2019 年 10 月 25 日 0.0000

第 13 期 2019 年 10 月 26 日～2020 年 10 月 26 日 0.0000

第 14 期 2020 年 10 月 27 日～2021 年 10 月 25 日 0.0000

第 15 期 2021 年 10 月 26 日～2022 年 10 月 25 日 0.0000

第 16 期 2022 年 10 月 26 日～2023 年 10 月 25 日 0.0000

第 17 期 2023 年 10 月 26 日～2024 年 10 月 25 日 0.0000

第 18 期 2024 年 10 月 26 日～2025 年 10 月 27 日 0.0000
  

③【収益率の推移】 
  
  

期 期間 収益率（％） 

第 9 期 2015 年 10 月 27 日～2016 年 10 月 25 日 △15.85

第 10 期 2016 年 10 月 26 日～2017 年 10 月 25 日 31.34
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第 11 期 2017 年 10 月 26 日～2018 年 10 月 25 日 △22.43

第 12 期 2018 年 10 月 26 日～2019 年 10 月 25 日 8.79

第 13 期 2019 年 10 月 26 日～2020 年 10 月 26 日 △18.33

第 14 期 2020 年 10 月 27 日～2021 年 10 月 25 日 75.80

第 15 期 2021 年 10 月 26 日～2022 年 10 月 25 日 34.23

第 16 期 2022 年 10 月 26 日～2023 年 10 月 25 日 12.33

第 17 期 2023 年 10 月 26 日～2024 年 10 月 25 日 32.83

第 18 期 2024 年 10 月 26 日～2025 年 10 月 27 日 △3.06
  
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得

た数に 100 を乗じた数です。 

（４）【設定及び解約の実績】 
  
  

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口） 

第 9 期 2015 年 10 月 27 日～2016 年 10 月 25 日 66,443,760 228,830,172

第 10 期 2016 年 10 月 26 日～2017 年 10 月 25 日 242,425,724 377,608,963

第 11 期 2017 年 10 月 26 日～2018 年 10 月 25 日 216,748,939 332,940,728

第 12 期 2018 年 10 月 26 日～2019 年 10 月 25 日 148,336,764 176,095,808

第 13 期 2019 年 10 月 26 日～2020 年 10 月 26 日 109,197,944 211,310,040

第 14 期 2020 年 10 月 27 日～2021 年 10 月 25 日 165,249,788 384,821,115

第 15 期 2021 年 10 月 26 日～2022 年 10 月 25 日 779,730,284 575,062,638

第 16 期 2022 年 10 月 26 日～2023 年 10 月 25 日 2,201,124,102 593,624,603

第 17 期 2023 年 10 月 26 日～2024 年 10 月 25 日 6,907,860,495 2,306,641,346

第 18 期 2024 年 10 月 26 日～2025 年 10 月 27 日 1,800,783,539 2,103,610,917
  



 
－ 27 －

 

（参考） 

新生 ショートターム・マザーファンド 

以下の運用状況は 2025 年 10 月 31 日現在です。 
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 

投資状況 
  
  

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％） 

国債証券 日本 6,793,771 88.27

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 902,704 11.73

合計(純資産総額) 7,696,475 100.00
  

投資資産 

投資有価証券の主要銘柄 

イ.評価額上位銘柄明細 
  
  

国／地域 種類 銘柄名 数量又は 

額面総額 
簿価 

単価 

(円) 

簿価 

金額 

(円) 

評価 

単価 

(円) 

評価 

金額 

(円) 
利率 

(％) 償還期限 
投資 

比率 

(％) 

日本 国債証券 第１３３７回国庫短

期証券 
6,800,000 99.86 6,791,153 99.90 6,793,771 ― 2026/1/19 88.27

  
ロ.種類別の投資比率 
  
  

種類 投資比率（％） 

国債証券 88.27

合計 88.27
  

投資不動産物件 

該当事項はありません。 

その他投資資産の主要なもの 
  
  
該当事項はありません。 
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<参考情報> 
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第２【管理及び運営】 

１【申込（販売）手続等】 

（１）申込方法 
販売会社所定の方法でお申し込みください。 

（２）コースの選択 
収益分配金の受取方法によって、＜自動けいぞく投資コース＞と＜一般コース＞の２通りがあります。ただし、

販売会社によって取扱コースは異なります。 
＜自動けいぞく投資コース＞ 
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 

＜一般コース＞ 
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。 

（３）申込みの受付 
販売会社の営業日に受け付けます。 

（４）取扱時間 
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上

記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 
（５）取得申込不可日 

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ない

ません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
●モーリシャスの銀行休業日 

●ボンベイ証券取引所の休業日 

●ナショナル証券取引所の休業日 
（６）申込金額 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費

税等相当額を加算した額です。 
（７）申込単位 

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 

委託会社の照会先 
＜ＳＢＩアセットマネジメント株式会社＞ 

電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前 9 時～午後 5 時） 
ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/ 

 
（８）申込代金の支払い 

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。 
（９）受付の中止および取消 

委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国にお

ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデター

や重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得な

い事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り

消すことができます。 
※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定

する外国金融商品市場をいいます。 
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２【換金（解約）手続等】 

＜解約請求による換金＞ 
（１）解約の受付 

販売会社の営業日に受け付けます。 
（２）取扱時間 

原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上

記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。 
（３）解約請求不可日 

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないませ

ん。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
●モーリシャスの銀行休業日 

●ボンベイ証券取引所の休業日 

●ナショナル証券取引所の休業日 
（４）解約制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受

付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
（５）解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額）を控

除した価額とします。 
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 

委託会社の照会先 
＜ＳＢＩアセットマネジメント株式会社＞ 

電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前 9 時～午後 5 時） 
ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/ 

 
（６）手取額 

１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。 
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。 
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。 

（７）解約単位 
１口単位 
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

（８）解約代金の支払い 
原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。 

（９）受付の中止および取消 
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国におけ

る非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや

重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない

事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことが

できます。 
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。

ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日

（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けること

ができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。 
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３【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

① 基準価額の算出 
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。 
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総

額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価

額で表示することがあります。 

  
② 有価証券などの評価基準 
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。 

＜主な資産の評価方法＞ 
◇投資信託証券 
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。 

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわ

が国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 
③ 基準価額の照会方法 

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。 

委託会社の照会先 
＜ＳＢＩアセットマネジメント株式会社＞ 

電話番号 03－6229－0097（受付時間：毎営業日の午前 9 時～午後 5 時） 
ホームページ  https://www.sbiam.co.jp/ 

 

（２）【保管】 

該当事項はありません。 

（３）【信託期間】 

無期限とします（2008 年 2 月 29 日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させ

ることがあります。 

（４）【計算期間】 

原則として、毎年 10 月 26 日から翌年 10 月 25 日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のとき、

各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算

期間の終了日は、信託約款第４条に定める信託期間の終了日とします。 

（５）【その他】 

① 信託の終了（繰上償還） 
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１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができ

ます。 
イ）受益者の解約により受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき 
ハ）やむを得ない事情が発生したとき 

２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」

をご覧ください。） 
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還

させます。 
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合 
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき 
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁

がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可

決された場合、存続します。） 
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任さ

れた場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき 
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 

② 償還金について 
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌

営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。 
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 

③ 信託約款の変更など 
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と

合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といい

ます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および

内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして投

資信託及び投資法人に関する法律施行規則で定める併合を除きます。）については、書面決議を行ないます。

（後述の「書面決議」をご覧ください。） 
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規

定を適用します。 
④ 書面決議 
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合におい

て、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２週間前までに

知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。 
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者

が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。 
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないま

す。 
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面また

は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。 
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合

の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。 
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⑤ 公告 
１）委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。 

https://www.sbiam.co.jp/ 
２）１）の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊

工業新聞に掲載します。 
⑥ 運用報告書の作成 

委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況など

を記載した交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を原則として知れている受益

者に対して交付します。運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受

益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。 
⑦ 関係法人との契約について 

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満了の３

ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるも

のとし、以後も同様とします。 
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限 

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。 
１．他の受益者の氏名または名称および住所 
２．他の受益者が有する受益権の内容 

４【受益者の権利等】 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 
（１）収益分配金・償還金受領権 

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。 
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年間請求

を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。 
（２）解約請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。 
（３）帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することが

できます。 
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第３【ファンドの経理状況】 

 

ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド 

 

１) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59

号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133

号）に基づいて作成しております。 
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 
  

２) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 18 期計算期間（2024 年 10 月 26 日から

2025 年 10 月 27 日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人ト－マツによる監査を受けております。 
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独立監査人の監査報告書 
 

2026 年 1 月 13 日 

 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取 締 役 会  御 中

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ

東 京 事 務 所

指定有限責任社員
     

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 稲 垣 浩 子 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「フ

ァンドの経理状況」に掲げられているＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンドの 2024 年

10 月 26 日から 2025 年 10 月 27 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び

剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンドの 2025 年 10 月 27 日現在の信託

財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に

表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ＳＢＩアセットマネジメ

ント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し

ている。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に

含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他

の記載内容を作成し開示することにある。 

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違がある

かどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務

諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ

とが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する

可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に

見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。

さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重

要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付

意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる

可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した

内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他

の事項について報告を行う。 
 

利害関係 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上  
 

※ １. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。 

 ２. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 
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１【財務諸表】 

【ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド】 

（１）【貸借対照表】 

（単位：円） 

 
第 17 期 

2024 年 10 月 25 日現在 
第 18 期 

2025 年 10 月 27 日現在 

資産の部 

流動資産 

コール・ローン 398,581,898 134,114,089

投資証券 14,954,166,871 14,054,530,352

親投資信託受益証券 7,175,724 1,191,451

未収入金 - 100,000,000

未収利息 1,201 1,286

流動資産合計 15,359,925,694 14,289,837,178

資産合計 15,359,925,694 14,289,837,178

負債の部 

流動負債 

未払解約金 58,616,887 43,894,165

未払受託者報酬 3,983,000 3,912,250

未払委託者報酬 86,829,382 85,287,028

その他未払費用 1,393,531 1,193,117

流動負債合計 150,822,800 134,286,560

負債合計 150,822,800 134,286,560

純資産の部 

元本等 

元本 7,602,476,896 7,299,649,518

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,606,625,998 6,855,901,100

（分配準備積立金） 1,906,084,159 1,456,361,334

元本等合計 15,209,102,894 14,155,550,618

純資産合計 15,209,102,894 14,155,550,618

負債純資産合計 15,359,925,694 14,289,837,178
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

（単位：円） 

 
第 17 期 

自 2023 年 10 月 26 日 

至 2024 年 10 月 25 日 

第 18 期 

自 2024 年 10 月 26 日 

至 2025 年 10 月 27 日 

営業収益 

受取利息 84,338 630,544

有価証券売買等損益 2,159,932,874 △349,620,792

営業収益合計 2,160,017,212 △348,990,248

営業費用 

支払利息 69,261 -

受託者報酬 6,009,544 7,787,095

委託者報酬 131,007,952 169,758,510

その他費用 3,003,662 2,222,067

営業費用合計 140,090,419 179,767,672

営業利益又は営業損失（△） 2,019,926,793 △528,757,920

経常利益又は経常損失（△） 2,019,926,793 △528,757,920

当期純利益又は当期純損失（△） 2,019,926,793 △528,757,920

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 
595,429,069 △309,820,262

期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,518,789,460 7,606,625,998

剰余金増加額又は欠損金減少額 6,246,443,334 1,527,052,205

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額 
- -

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額 
6,246,443,334 1,527,052,205

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,583,104,520 2,058,839,445

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額 
1,583,104,520 2,058,839,445

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額 
- -

分配金 - -

期末剰余金又は期末欠損金（△） 7,606,625,998 6,855,901,100

 

 



 
－ 40 －

（３）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 

 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 

 親投資信託受益証券 
 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 

２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益 

約定日基準で計上しております。 

３.その他財務諸表作成のための基礎と

なる事項 
ファンドの計算期間 

 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 10 月 26 日から翌年 10 月 25 日までと

しておりますが、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は 2024 年 10 月 26

日から 2025 年 10 月 27 日までとなっております。 
  
  
  
 

（貸借対照表に関する注記） 
  
  

項目 
第 17 期 

2024 年 10 月 25 日現在 
第 18 期 

2025 年 10 月 27 日現在 

１. 当該計算期間の末日における受益権の総数 7,602,476,896 口 7,299,649,518 口 
２. 元本の欠損   

 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - - 
３. 1 口当たり純資産額 2.0005 円 1.9392 円 

 (10,000 口当たり純資産額) (20,005 円) (19,392 円) 
 

 
  
（損益及び剰余金計算書に関する注記） 
  
  

第 17 期 

自 2023 年 10 月 26 日 

至 2024 年 10 月 25 日 

第 18 期 

自 2024 年 10 月 26 日 

至 2025 年 10 月 27 日 

１.分配金の計算過程  １.分配金の計算過程  

 項目     項目    

 費用控除後の配当等収益額 A 31,243 円  費用控除後の配当等収益額 A -円 

 費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 
B 1,424,429,533 円  費用控除後・繰越欠損金補填

後の有価証券売買等損益額 
B -円 

 収益調整金額 C 5,700,541,839 円  収益調整金額 C 5,399,539,766 円 

 分配準備積立金額 D 481,623,383 円  分配準備積立金額 D 1,456,361,334 円 

 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,606,625,998 円  当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,855,901,100 円 

 当ファンドの期末残存口数 F 7,602,476,896 口  当ファンドの期末残存口数 F 7,299,649,518 口 

 10,000 口当たり収益分配対

象額 
G=E/F×10,000 10,005 円  10,000 口当たり収益分配対

象額 
G=E/F×10,000 9,392 円 

 10,000 口当たり分配金額 H -円  10,000 口当たり分配金額 H -円 

 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円  収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 
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（金融商品に関する注記） 

Ⅰ金融商品の状況に関する事項 
  
  

項目 
第 17 期 

自 2023 年 10 月 26 日 

至 2024 年 10 月 25 日 

第 18 期 

自 2024 年 10 月 26 日 

至 2025 年 10 月 27 日 

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関

する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信

託であり、信託約款に規定する運用の基本

方針に従い、有価証券等の金融商品に対し

て投資として運用することを目的としてお

ります。  

同左 

２.金融商品の内容及び金融商品に係る

リスク 
当ファンドが保有する金融商品の種類は、

有価証券、コール・ローン等の金銭債権及

び金銭債務であります。これらは、価格変

動リスク、流動性リスク、信用リスク、為

替変動リスク、カントリーリスク等にさら

されております。 

当ファンドが保有する金融商品の種類

は、有価証券及びコール・ローン等の

金銭債権及び金銭債務であります。 

これらは、価格変動リスク、流動性リ

スク、信用リスク、為替変動リスク、

金利変動リスク、カントリーリスク等

にさらされております。 
３.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理

部長、商品企画部長、マーケティング部

長、運用部長及び運用部マネジャーをもっ

て構成するリスク管理委員会にて、ファン

ドのリスク特性分析、パフォーマンスの要

因分析の報告及び監視を行い、運用者の意

思決定方向を調整・相互確認しておりま

す。 

同左 

 ①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理 
市場リスクに関しては、資産配分等の状況

を常時、分析･把握し、投資方針に沿って

いるか等の管理を行っております。 

同左 

 ②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理 
信用リスクに関しては、発行体や取引先の

財務状況等に関する情報収集･分析を常

時、継続し、格付等の信用度に応じた組入

制限等の管理を行っております。 

同左 

 ③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理 

流動性リスクに関しては、必要に応じて市

場流動性の状況を把握し、取引量や組入比

率等の管理を行っております。  

同左 

 

 

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 

項目 
第 17 期 

2024 年 10 月 25 日現在 
第 18 期 

2025 年 10 月 27 日現在 
   
１．貸借対照表計上額、時価及びその

差額 

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

て時価で評価しているため、貸借対照表計

上額と時価との差額はありません。 

同左 

２．時価の算定方法 ①投資証券、親投資信託受益証券 ①投資証券、親投資信託受益証券 

 （重要な会計方針に係る事項に関する注

記）に記載しております。 

同左 

 ②上記以外の金融商品 

上記以外の金融商品は、短期間で決済され

るため、帳簿価額は時価と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としておりま

す。 

②上記以外の金融商品 

同左 

３．金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明 

金融商品の時価の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。 

同左 
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（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 
  
  

種類 

第 17 期 

自 2023 年 10 月 26 日 

至 2024 年 10 月 25 日 

第 18 期 

自 2024 年 10 月 26 日 

至 2025 年 10 月 27 日 

最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

（円） 
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

（円） 

投資証券 2,104,591,074 △279,068,000

親投資信託受益証券 △6,388 3,290

合計 2,104,584,686 △279,064,710
  
 

（デリバティブ取引等に関する注記）  
  
  
該当事項はありません。 

（関連当事者との取引に関する注記） 
該当事項はありません。 

  
  
  
  
  
（元本の移動） 
  

項目 
第 17 期 

自 2023 年 10 月 26 日 

至 2024 年 10 月 25 日 

第 18 期 

自 2024 年 10 月 26 日 

至 2025 年 10 月 27 日 

投資信託財産に係る元本の状況   
期首元本額 3,001,257,747 円 7,602,476,896 円

期中追加設定元本額 6,907,860,495 円 1,800,783,539 円

期中一部解約元本額 2,306,641,346 円 2,103,610,917 円
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（４）【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表  

 (1)株式 
  
  
該当事項はありません。 

  
 (2)株式以外の有価証券 
  

（単位：円）
  

種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考 

投資証券 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 

Class B 
5,855,060.661 14,054,530,352 

投資証券合計 5,855,060.661 14,054,530,352 

親投資信託受益

証券 
新生 ショートターム・マザーファンド 1,175,233 1,191,451 

親投資信託受益証券合計 1,175,233 1,191,451 

合計 14,055,721,803 
  
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 

 

第２ 信用取引契約残高明細表 
  
  
該当事項はありません。 

  
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 
  
  
該当事項はありません。 

第４ その他特定資産の明細表 

該当事項はありません。 
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＜参考情報＞ 
  

本報告書の開示対象であるファンド（ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド）は、「新生 ショートター

ム・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託

受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの 2025 年 10 月 27 日現在（以下

「計算日」という。）の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。 
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新生 ショートターム・マザーファンド 

貸借対照表 

（単位：円） 

 2025 年 10 月 27 日現在 

資産の部 

流動資産 

コール・ローン 902,664

国債証券 6,792,968

未収利息 8

流動資産合計 7,695,640

資産合計 7,695,640

負債の部 

流動負債 

流動負債合計 -

負債合計 -

純資産の部 

元本等 

元本 7,591,211

剰余金 

剰余金又は欠損金（△） 104,429

元本等合計 7,695,640

純資産合計 7,695,640

負債純資産合計 7,695,640
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注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 

 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価し

ております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者の提示する価額（但し、売

気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額で評価しております。 
２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益 

 約定日基準で計上しております。 
  
  
  
 

（貸借対照表に関する注記） 
  
  

項目 2025 年 10 月 27 日現在 

１. 計算日における受益権の総数 7,591,211 口

２. 元本の欠損 

 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 -

３. 1 口当たり純資産額 1.0138 円

 (10,000 口当たり純資産額) (10,138 円)
 

 

（金融商品に関する注記） 

Ⅰ金融商品の状況に関する事項 
  
  
  

項目 
自 2024 年 10 月 26 日 

至 2025 年 10 月 27 日 

１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投

資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商

品に対して投資として運用することを目的としております。  
２.金融商品の内容及び金融商品に係る

リスク 
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債

権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リ

スク、金利変動リスク等にさらされております。 

３.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング

部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、

運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。 

 ①市場リスクの管理 
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っ

ているか等の管理を行っております。 

 ②信用リスクの管理 
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常

時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 

 ③流動性リスクの管理 

流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組

入比率等の管理を行っております。 
 

 
  
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 

項目 2025 年 10 月 27 日現在 

１.貸借対照表計上額、時価及びその差

額 
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照

表計上額と時価との差額はありません。 
２.時価の算定方法 ①国債証券 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 

②上記以外の金融商品 

上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価としております。 
３.金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明 
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる

前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 
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（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 
  
  

種類 
2025 年 10 月 27 日現在 

当期間の損益に含まれた評価差額（円） 

国債証券 1,815

合計 1,815
  
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 

 

（デリバティブ取引等に関する注記）  
  
  
該当事項はありません。 

  
  
  
  
（関連当事者との取引に関する注記） 
該当事項はありません。 

 

（その他の注記） 
  
  
元本の移動 
  

項目 
自 2024 年 10 月 26 日 

至 2025 年 10 月 27 日 

投資信託財産に係る元本の状況  
期首元本額 13,513,628 円 
期中追加設定元本額 -円 
期中一部解約元本額 5,922,417 円 
期末元本額 7,591,211 円 
元本の内訳※  
ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド 731,115 円 
ＳＢＩ・フラトンＶＰＩＣファンド 4,607,481 円 
ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド 1,175,233 円 
ＳＢＩワールドラップ・セレクト 982,415 円 
ＳＢＩ・コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 29,160 円 
ＳＢＩ・コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド 65,807 円 
  
（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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附属明細表 

第１ 有価証券明細表  

 (1)株式 
  
  
該当事項はありません。 

  
 (2)株式以外の有価証券 
  

（単位：円）
  

種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考 

国債証券 第１３３７回国庫短期証券 6,800,000 6,792,968 

合計 6,800,000 6,792,968 
  
第２ 信用取引契約残高明細表 
  
  
該当事項はありません。 

  
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
該当事項はありません。  

 

第４ その他特定資産の明細表  
  
  
該当事項はありません。 
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２【ファンドの現況】 

以下のファンドの現況は 2025 年 10 月 31 日現在です。 

【ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド】 

【純資産額計算書】 
  
  
Ⅰ 資産総額 14,259,849,044円  

Ⅱ 負債総額 57,959,282円  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,201,889,762円  

Ⅳ 発行済口数 7,277,039,131口  

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9516円  
  

（参考） 

新生 ショートターム・マザーファンド 

純資産額計算書 
  
  
Ⅰ 資産総額 7,696,475円  

Ⅱ 負債総額 ―円  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,696,475円  

Ⅳ 発行済口数 7,591,211口  

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0139円  
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 
（１）名義書換 

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記

名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとしま

す。 
（２）受益者に対する特典 

該当事項はありません。 
（３）譲渡制限の内容 
① 譲渡制限はありません。 
② 受益権の譲渡 
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受

人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、

振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当

該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の

振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口

座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必

要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることが

できます。 
③ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが

できません。 
（４）受益証券の再発行 

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求

を行なわないものとします。 
（５）受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現

在の受益権を均等に再分割できるものとします。 
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求

の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにした

がって取り扱われます。 
（７）償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において

一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 
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第三部 【委託会社等の情報】 

 

第１ 【委託会社等の概況】 

 

１ 【委託会社等の概況】 

① 資本金の額(2025年10月末日現在) 

(ⅰ)資本金の額 

委託会社の資本金の額は金4億20万円です。 

(ⅱ)発行する株式の総数 

委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。 

(ⅲ)発行済株式の総数 

委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。 

(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減 

2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。 

2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。 

2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、 

同日に同額を減資しました。 

 

② 委託会社の機構 

(ｉ)会社の意思決定機構 

経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決

定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行に

ついて指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにそ

の職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコン

プライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要

件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使する

ことができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。 

 

(ⅱ)投資運用の意思決定機構 

ア）市場環境分析・企業分析 

ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資

戦略の協議・策定を行います。 

イ）投資基本方針の策定 

最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投

資方針等を策定します。 

ウ）運用基本方針の決定 

「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャー

をもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。 

エ）投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築 

ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運

用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、そ

れぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。 

オ）パフォーマンス分析、リスク分析・評価 

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・

見直しを行います。 

上記体制は、今後、変更となる場合があります。 
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２ 【事業の内容及び営業の概況】 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行ってい

ます。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務（投資運用業）、投資助言業務（投資助

言・代理業）及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。 

 

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通り

です。 

 

          (2025年10月末日現在)

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 270 5,583,102 

単位型株式投資信託 510 1,687,476 

単位型公社債投資信託 66 127,957 

合計 846 7,398,535 
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３【委託会社等の経理状況】 

 (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

委託会社であるＳＢＩアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

第59号)ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」

（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。 

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作

成しております。 

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表

示しております。 

 

 (2) 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（自 2024年

４月１日  至 2025年３月31日）の財務諸表及び当事業年度の中間会計期間（自 2025年

４月１日  至 2025年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ

の監査及び中間監査を受けております。 
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独立監査人の監査報告書 
 

2025 年 5 月 23 日 

 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 

取   締   役   会   御   中

 

有限責任監査法人ト ー  マ  ツ

東  京  事  務  所

指定有限責任社員
     

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 田  嶌  照  夫

 

指定有限責任社員
     

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 郷  右  近  隆  也

 

 

監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の 2第 1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の 2024 年 4月 1日から 2025 年 3月

31 日までの第 39 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社の2025年 3月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了

する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当

監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と

してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監

査報告書以外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる

作業も実施していない。 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
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監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸

表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別

に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性

があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する

内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来

の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以 上 

 

 

※１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

  ２．XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。 
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(1) 【貸借対照表】 

    (単位：千円) 

  前事業年度 当事業年度 

(2024 年３月 31 日) (2025 年３月 31 日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 1,318,220 2,719,549 

関係会社短期貸付金 ※2 4,500,000 ※2 4,700,000 

前払費用 75,720 51,729 

未収委託者報酬 1,476,224 1,604,874 

未収運用受託報酬  ※2 20,429  ※2 12,096 

その他  43,335 23,470 

流動資産合計 7,433,929 9,111,721 

固定資産   

有形固定資産   

建物  ※1 26,047  ※1 31,251 

器具備品 ※1 3,930 ※1 6,311 

有形固定資産合計 29,977 37,563 

無形固定資産   

商標権 1,860 1,798 

ソフトウエア 194,084 148,358 

その他 67 67 

無形固定資産合計 196,011 150,224 

投資その他の資産   

投資有価証券 746,394 562,202 

関係会社株式 22,031 22,031 

繰延税金資産 47,988 101,208 

その他 41,782 41,638 

投資その他の資産合計 858,197 727,081 

固定資産合計 1,084,186 914,868 

繰延資産   

 株式交付費 1,632 247 

 繰延資産合計 1,632 247 

資産合計 8,519,748 10,026,837 

    

  



 

－ 57 －

    
    (単位：千円) 

  前事業年度 当事業年度 

  (2024 年３月 31 日) (2025 年３月 31 日) 

負債の部   

流動負債   

預り金 56,020 3,144 

未払金 1,348,795 1,538,445 

未払手数料 788,350 871,779 

  その他未払金 560,444 666,666 

未払法人税等 162,014 372,480 

未払消費税等 ― 121,693 

流動負債合計 1,566,829 2,035,762 

負債合計 1,566,829 2,035,762 

純資産の部   

株主資本   

資本金 400,200 400,200 

資本剰余金   

 その他資本剰余金 3,847,137 3,847,137 

資本剰余金合計 3,847,137 3,847,137 

利益剰余金   

利益準備金 100,050 100,050 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,586,857 3,700,640 

利益剰余金合計 2,686,907 3,800,690 

自己株式 △63 △63 

株主資本合計 6,934,181 8,047,964 

  評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,737 △56,889 

評価・換算差額等合計 18,737 △56,889 

純資産合計 6,952,919 7,991,074 

負債純資産合計 8,519,748 10,026,837 

 

  



 

－ 58 －

(2) 【損益計算書】 

    (単位：千円) 

  前事業年度 当事業年度 

(自 2023年４月１日 (自 2024年４月１日 

 至 2024年３月31日)  至 2025年３月31日) 

営業収益   

委託者報酬 6,530,321 7,712,343 

運用受託報酬 112,247 87,707 

投資助言報酬 40 30 

その他営業収益 17,987 52,942 

営業収益計 ※1 6,660,596 ※1 7,853,023 

営業費用   

支払手数料 3,002,489 3,707,166 

広告宣伝費 1,071 818 

調査費 279,089 309,226 

委託計算費 657,400 810,126 

営業雑経費 72,111 51,292 

通信費 1,965 579 

印刷費 57,926 35,297 

協会費 12,004 15,228 

諸会費 215 186 

営業費用計 4,012,163 4,878,629 

一般管理費   

給料 530,816 542,033 

役員報酬 73,064 85,012 

給料・手当 418,939 414,103 

 賞与 38,813 42,918 

福利厚生費 85,313 87,575 

交際費 ― 62 

寄付金 1,637 ― 

旅費交通費 2,623 2,960 

租税公課 40,582 73,543 

不動産賃借料 40,413 36,892 

退職給付費用 31,515 20,685 

固定資産減価償却費 42,089 51,298 

業務委託費 56,992 48,931 

消耗品費 3,711 3,495 

諸経費 ※2 637,135 ※2 624,648 

一般管理費計 1,472,831 1,492,128 

営業利益 1,175,602 1,482,265 

営業外収益   

受取利息 ※2 53,147 ※2 75,764 

受取配当金 1,250 ― 

投資有価証券売却益 131,942 49,100 

為替差益 ― 1,324 

雑収入 1,375 2,282 

営業外収益計 187,715 128,471 

営業外費用   

為替差損 1,040 ― 

株式交付費償却 1,764 1,384 
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    (単位：千円) 

  前事業年度 当事業年度 

(自 2023年４月１日 (自 2024年４月１日 

 至 2024年３月31日)  至 2025年３月31日) 

営業外費用計 2,805 1,384 

経常利益 1,360,512 1,609,351 

特別損失   

 投資有価証券評価損 ― 522 

 特別損失合計 ― 522 

税引前当期純利益 1,360,512 1,608,829 

法人税、住民税及び事業税 326,163 513,811 

法人税等調整額 94,943 △18,764 

法人税等合計 421,107 495,046 

当期純利益 939,405 1,113,782 
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(3) 【株主資本等変動計算書】 
 
前事業年度（自  2023年４月１日  至  2024年３月31日）     

（単位：千円） 

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 400,200 3,352,137 3,352,137 100,050 853,521 953,571 △63 4,705,845 

当期変動額         

合併による増加  495,000 495,000  793,930 793,930  1,288,930 

 当期純利益     939,405 939,405  939,405 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 ― 495,000 495,000 ― 1,733,335 1,733,335 ― 2,228,335 

当期末残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 2,586,857 2,686,907 △63 6,934,181 

 

 

 評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

当期首残高 39,299 39,299 4,745,145 

当期変動額    

 合併による増加   1,288,930 

 当期純利益   939,405 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△20,562 △20,562 △20,562 

当期変動額合計 △20,562 △20,562 2,207,773 

当期末残高 18,737 18,737 6,952,919 
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当事業年度（自  2024年４月１日  至  2025年３月31日）     

（単位：千円） 

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 2,586,857 2,686,907 △63 6,934,181 

当期変動額         

 当期純利益     1,113,782 1,113,782  1,113,782 

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 ― ― ― ― 1,113,782 1,113,782 ― 1,113,782 

当期末残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 3,700,640 3,800,690 △63 8,047,964 

 

 

 評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

当期首残高 18,737 18,737 6,952,919 

当期変動額    

 当期純利益   1,113,782 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
△75,627 △75,627 △75,627 

当期変動額合計 △75,627 △75,627 1,038,155 

当期末残高 △56,889 △56,889 7,991,074 
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【注記事項】 

（重要な会計方針） 

  １.有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用しております。 

(2)その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を

採用しております。 

 

  ２．固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が８-18年、器具備品が３

-15年であります。 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっております。 

 

     ３．繰延資産の処理方法 

      株式交付費  

             ３年間で均等償却しております。 

 

 ４．収益及び費用の計上基準 

    当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の

時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。 

委託者報酬 

 

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信託財産の運用

指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履

行義務が充足されると判断しております。投資信託約款に定められた信託報酬

として、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出さ

れた額が、当該ファンドの運用期間にわたり収益として認識されます。 

運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用

を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期間の経過とともにその履行義

務が充足されると判断しております。投資一任契約ごとに定められた運用対象

資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期

間にわたり収益として認識されます。 

投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言（顧問）契約を締結し、当該顧客の資産

運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、助言期間の経過とと

もにその履行義務が充足されると判断しております。投資助言（顧問）契約ご

とに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された

額が、助言期間にわたり収益として認識されます。 

 

（会計方針の変更） 

 （法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用） 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 2022 年 10 月 28 日。以

下「2022 年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。 

法人税等の計上区分に関する改正については、2022 年改正会計基準第 20－３項ただし書きに定める
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経過的な取扱いに従っております。 

なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。 

 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(2024年３月31日) 
当事業年度 

(2025年３月31日) 

※１  有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで

あります。 

建物 12,573千円

器具備品 6,916千円

合計 19,490千円

※１  有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで

あります。 

建物 15,880千円

器具備品 8,036千円

合計 23,916千円

  

※２  関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下

のとおりであります。 

関係会社短期貸付金 4,500,000千円

その他流動資産 954千円

合計 4,500,954千円

※２  関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下

のとおりであります。 

関係会社短期貸付金 4,700,000千円

その他流動資産 772千円

合計 4,700,772千円

  

 

(損益計算書関係) 

※１ 顧客との契約から生じる収益 

営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 

 

前事業年度 
(自 2023年４月１日 

 至 2024年３月31日) 

当事業年度 
 (自 2024年４月１日 

  至 2025年３月31日) 

経営管理報酬 607,052千円
 

経営管理報酬 597,599千円
 

 
関係会社からの受取利息 48,341千円

 
関係会社からの受取利息 67,395千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数 

普通株式(株) 1,099,411 308,937 ― 1,408,348 

  (注) 2023年４月１日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社である

当社普通株式の割当交付を行ったことにより、308,937株増加しております。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数 

普通株式(株) 18 ― ― 18 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数 

普通株式(株) 1,408,348 ― ― 1,408,348 

   

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数 

普通株式(株) 18 ― ― 18 

 

 

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

   当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券と

して保有しております。デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動

リスクを低減させる目的で利用し、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な

余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要

な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりま

すが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託

報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連

する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。このほか、親会社に対し短期

貸付を行っております。 

営業債務である未払手数料等は、１年以内の支払期日であります。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。 

② 市場リスク（価格、為替や金利等の変動リスク）の管理 

   投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。       

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

   金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金・預金」

「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。  

     

 前事業年度（2024年３月31日） 

 貸借対照表 

計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

  投資有価証券 746,394 746,394 ― 

資産計 746,394 746,394 ― 
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 (注１）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対

照表計上額は以下のとおりであります。  

 

区分 前事業年度 

貸借対照表計上額 

（千円） 

関係会社株式 

 子会社株式 

 

22,031 

  

  当事業年度（2025年３月31日） 

 貸借対照表 

計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

  投資有価証券 562,202 562,202 ― 

資産計 562,202 562,202 ― 

     

 (注１）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対

照表計上額は以下のとおりであります。  

        

区分 当事業年度 

貸借対照表計上額 

（千円） 

関係会社株式 

 子会社株式 

 

22,031 

 

(注２）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2024年３月31日） 

      

   （単位：千円） 

 
１年以内 

１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 

10年超 

現金・預金 1,318,220 ― ― ― 

関係会社短期貸付金 4,500,000 ― ― ― 

未収委託者報酬 1,476,224 ― ― ― 

未収運用受託報酬 20,429 ― ― ― 

合計 7,314,874 ― ― ― 
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当事業年度（2025年３月31日） 

      

   （単位：千円） 

 
１年以内 

１年超 

５年以内 

５年超 

10年以内 

10年超 

現金・預金 2,719,549 ― ― ― 

関係会社短期貸付金 4,700,000 ― ― ― 

未収委託者報酬 1,604,874 ― ― ― 

未収運用受託報酬 12,096 ― ― ― 

合計 9,036,520 ― ― ― 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項 

     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。           

 レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に

より算定した時価 

 レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

 レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
 
  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。 

    

 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

前事業年度（2024年３月31日）   

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 

 投資信託 

 

― 

 

746,394 

 

― 

 

746,394 

  資産計 ― 746,394 ― 746,394 

 

当事業年度（2025年３月31日）  

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 

 投資信託 

 

― 

 

562,202 

 

― 

 

562,202 

  資産計 ― 562,202 ― 562,202 
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 (注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

   前事業年度（2024年３月31日） 

投資信託 

       市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求

められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル

２の時価に分類しております。 

 

   当事業年度（2025年３月31日） 

投資信託 

       市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求

められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル

２の時価に分類しております。 
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（有価証券関係） 

１．子会社株式 

 

 前事業年度(2024年３月31日) 

    市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

子会社株式 22,031 

 

 当事業年度(2025年３月31日) 

    市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

子会社株式 22,031 

 

 ２．その他有価証券 

 

前事業年度(2024年３月31日)     
  （単位：千円） 

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 127,373 78,187 49,186 

小計 127,373 78,187 49,186 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 619,020 641,200 △22,179 

小計 619,020 641,200 △22,179 

合計 746,394 719,387 27,007 

    (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

当事業年度(2025年３月31日) 
  （単位：千円） 

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 2,944 2,077 867 

小計 2,944 2,077 867 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 559,258 643,200 △83,941 

小計 559,258 643,200 △83,941 

合計 562,202 645,277 △83,074 

 (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
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３．売却したその他有価証券 

 

前事業年度(2024年３月31日) 

   （単位：千円） 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 682,102 131,942 ― 

合計 682,102 131,942 ― 

 

当事業年度(2025年３月31日)  
   （単位：千円） 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 125,687 49,100 ― 

合計 125,687 49,100 ― 

 

４．減損処理を行ったその他有価証券 

     当事業年度において、投資有価証券（その他有価証券の投資信託）について522千円の減損処理を行って

おります。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

 

(退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

     当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。このほか、グループ会社との出向者の取り扱いに関

する協定書に基づき、グループ会社に支払った金額を退職給付費用として計上しております。当該金額は、

前事業年度（自 2023年４月１日  至 2024年３月31日）23,640千円、当事業年度（自 2024年４月１日  至 

2025年３月31日）12,280千円であります。 

 

２．確定拠出制度 

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度（自 2023年４月１日  至 2024年３月31日）7,875千円、

当事業年度（自 2024年４月１日  至 2025年３月31日）8,404千円であります。 
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(税効果会計関係) 

前事業年度 
（2024年３月31日） 

当事業年度 
（2025年３月31日） 

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 電話加入権 714千円 

 投資有価証券評価損 12,489 

  未払事業税 6,662 

  その他未払税金 6,300 

 未払金 29,896 

  その他 195 

繰延税金資産小計 56,258 

評価性引当額 ― 

繰延税金資産合計 56,258 

 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 8,269 

繰延税金負債合計  8,269 

繰延税金資産の純額 47,988 
 

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

 電話加入権 735千円 

 投資有価証券評価損 164 

  未払事業税 12,733 

  その他未払税金 7,367 

 未払金 53,911 

 その他有価証券評価差額金 26,197 

  その他 97 

繰延税金資産小計 101,208 

評価性引当額 ― 

繰延税金資産合計 101,208 

  

繰延税金負債  

- - 

繰延税金負債合計  - 

繰延税金資産の純額    101,208 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間

に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項

目別の内訳 

 

  当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間

に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項

目別の内訳 

 

同左 

 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債

の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）

が2025年３月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月

１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税

が行われることになりました。 

これに伴い、2026年４月１日に開始する事業年度以降に解消

が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に

ついては、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算し

ております。 

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税

金負債の金額を控除した金額）は773千円増加し、法人税等調

整額は25千円、その他有価証券評価差額金は747千円、ぞれぞ

れ減少しております。 
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（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社は投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の

区分は概ね単一であることから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏し

いため、記載を省略しております。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（セグメント情報） 

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

   （セグメント情報） 

当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

 

（関連情報） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1)営業収益 

    本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域

ごとの営業収益の記載を省略しております。 

(2)有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

                               （単位：千円） 

顧客の名称 営業収益 

ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド 680,260 

 

 （報告セグメントごとの減損損失に関する情報） 

 該当事項はありません。 

 

 （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

 該当事項はありません。 

 

 （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

 該当事項はありません。 
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当事業年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)  

（セグメント情報） 

当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

 

（関連情報） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1)営業収益 

       内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。 

 (2)有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

      委託者報酬については、制度上、顧客（最終受益者）情報を知りえないため、記載を省略しており

ます。運用受託報酬及び投資助言報酬、その他営業収益については、損益計算書の営業収益の10％を

占める相手先がいないことから、記載を省略しております。 

               

 （報告セグメントごとの減損損失に関する情報） 

 該当事項はありません。 

 

 （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

 該当事項はありません。 

 

 （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

 該当事項はありません。 
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(関連当事者情報) 

前事業年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) 

１.関連当事者との取引 

 

 財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (ア)財務諸表提出会社の親会社  

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(%) 

関連当事者と
の関係 

取引の 
内容 

取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 

(千円) 

親会社 

ＳＢＩグロー
バルアセット
マネジメント
株式会社 
 

東京都港区 3,363 

資 産 運 用
業、金融情
報サービス
事業子会社
の持株会社 

（被所有）
間接 
97.9% 

役員の兼任 
経営管理 
人員出向・受
入 
資金の貸付 
（注１，２） 

貸付金の 
回収 

3,250,000 - - 

貸付利息の
受取 

68,587 - - 

資金貸付 4,500,000 
関係会社
短期貸付
金 

4,500,000 

貸付利息 48,244 未収利息 1,010 

経営管理報
酬 

607,052 未払金 333,878 

(注１)  経営管理報酬は、業務内容を勘案し、双方協議のうえで締結した経営管理契約に基づき決定しております。 

 (注２) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。 

 

 

 (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(%) 

関連当事者と
の関係 

取引の 
内容 

取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 

(千円) 

同 一 の 親
会 社 を 持
つ会社 

ウエルスアド
バイザー株式
会社 

東京都港区 30 

金融情報 
サービス 
事業、 
投資助言業 

― 

資金の貸付 
運用への助言 
人員出向・受
入 
データ購入等 
（注１） 

貸付金の 
回収 

600,000 - - 

貸付利息の
受取 

5,019 

- - 

貸付利息 96 

株式会社SBI
証券 

東京都港区 54,323 証券業 ― 
販売委託（注
２） 

販売委託支
払手数料 

1,057,030 未払金 266,069 

(注１) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。 

(注２) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。  

         

  

２.親会社に関する注記 

   親会社情報 

   ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 

（東京証券取引所プライム市場に上場） 

   ＳＢＩアセットマネジメント・グループ株式会社 

（非上場） 

   ＳＢＩホールディングス株式会社 

（東京証券取引所プライム市場に上場）  
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当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) 

１.関連当事者との取引 

 

 財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (ア)財務諸表提出会社の親会社 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(%) 

関連当事者と
の関係 

取引の 
内容 

取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 

(千円) 

親会社 

ＳＢＩグロー
バルアセット
マネジメント
株式会社 

東京都港区 3,363 

資 産 運 用
業、金融情
報サービス
事業子会社
の持株会社 

（被所有）
間接 
97.9% 

役員の兼任 
経営管理 
人員出向・受
入 
資金の貸付 
（注１，２） 

貸付利息の
受取 

68,406 - - 

資金貸付 200,000 
関係会社
短期貸付
金 

4,700,000 

貸付利息 67,395 未収利息 - 

経営管理報
酬 

597,599 未払金 328,679 

(注１)  経営管理報酬は、業務内容を勘案し、双方協議のうえで締結した経営管理契約に基づき決定しております。 

 (注２) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。 

 

 

 (イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 
(被所有) 
割合(%) 

関連当事者と
の関係 

取引の 
内容 

取引 
金額 
(千円) 

科目 
期末 
残高 

(千円) 

同 一 の 親
会 社 を 持
つ会社 

株式会社SBI
証券 

東京都港区 54,323 証券業 ― 
販 売 委 託
（注） 

販売委託支
払手数料 

1,461,607 未払金 316,838 

 (注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。  

         

  

２.親会社に関する注記 

   親会社情報 

   ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 

（東京証券取引所プライム市場に上場） 

   ＳＢＩアセットマネジメント・グループ株式会社 

（非上場） 

   ＳＢＩホールディングス株式会社 

（東京証券取引所プライム市場に上場） 
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(１株当たり情報) 

 

前事業年度 

自 2023年４月１日 

至 2024年３月31日 

当事業年度 

自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日 

１株当たり純資産額 4,936円99銭 5,674円15銭 

１株当たり当期純利益 667円03銭 790円85銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前事業年度 

自 2023年４月１日 

至 2024年３月31日 

当事業年度 

自 2024年４月１日 

至 2025年３月31日 

当期純利益(千円) 939,405 1,113,782 

普通株主に帰属しない金額

(千円) 
― ― 

普通株式に係る当期純利益

(千円) 
939,405 1,113,782 

期中平均株式数(株) 1,408,330 1,408,330 

 

(重要な後発事象) 

  該当事項はありません。 
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独立監査人の中間監査報告書 

 

2025年11月25日 

 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー  マ  ツ

東 京 事 務 所

指 定 有 限 責 任 社 員
     

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 田  嶌   照  夫 

指 定 有 限 責 任 社 員
     

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 原  田      達 

 

中間監査意見 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ

られているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間

（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資

本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025

年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

中間監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

中間財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
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間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集

計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が

基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上  
 
 

 

※ １. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 

 ２. XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。 
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中間財務諸表  

(１)中間貸借対照表 

   (単位：千円) 

  
当中間会計期間 

(2025年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金・預金 2,054,457 

関係会社短期貸付金 4,700,000 

前払費用 49,568 

未収委託者報酬 1,604,231 

未収運用受託報酬 13,028 

その他 64,524 

流動資産合計 8,485,810 

固定資産  

有形固定資産  

建物 ※1 29,259 

器具備品 ※1 5,715 

有形固定資産合計 34,974 

無形固定資産  

商標権 1,636 

ソフトウエア 125,546 

その他 67 

無形固定資産合計 127,249 

投資その他の資産  

投資有価証券 591,849 

関係会社株式 22,031 

繰延税金資産 86,406 

その他 43,983 

投資その他の資産合計 744,271 

固定資産合計 906,495 

繰延資産  

 株式交付費 123 

 繰延資産合計 123 

資産合計 9,392,430 
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  (単位：千円) 

 当中間会計期間 

  (2025年９月30日) 

負債の部  

流動負債  

預り金 4,181 

未払金 1,960,209 

未払手数料 986,099 

  その他未払金 974,110 

未払法人税等 287,315 

未払消費税等 ※2 57,254 

流動負債合計 2,308,961 

負債合計 2,308,961 

純資産の部  

株主資本  

資本金 400,200 

資本剰余金  

 その他資本剰余金 3,847,137 

 資本剰余金合計 3,847,137 

利益剰余金  

利益準備金 100,050 

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 2,780,949 

利益剰余金合計 2,880,999 

自己株式 △63 

株主資本合計 7,128,274 

評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △44,804 

  評価・換算差額等合計 △44,804 

純資産合計 7,083,469 

負債純資産合計 9,392,430 
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(２)中間損益計算書 

            (単位：千円) 

  当中間会計期間 

(自 2025年４月１日 

 至 2025年９月30日) 
営業収益  

委託者報酬 4,016,886 

運用受託報酬 38,162 

投資助言報酬 20 

その他営業収益 23,327 

営業収益計 4,078,396 

営業費用  
支払手数料 1,877,108 

広告宣伝費 2,361 

委託調査費 150,550 

委託計算費 429,487 

営業雑経費 18,726 

 通信費 219 

 印刷費 9,339 

 協会費 9,052 

 諸会費 114 

営業費用計 2,478,234 

一般管理費  
給料 273,471 

役員報酬 41,284 

給料・手当 216,817 

 賞与 15,369 

福利厚生費 43,686 

旅費交通費 967 

交際費 2 

租税公課 28,109 

不動産賃借料 19,491 

退職給付費用 7,124 

固定資産減価償却費 ※25,731 

消耗品費 1,936 

事務委託費 21,660 

諸経費 315,209 

一般管理費計 737,391 

営業利益 862,770 

営業外収益  
受取利息 42,418 

投資有価証券売却益 124 

為替差益 10 

雑収入 1,111 

営業外収益計 43,664 

営業外費用  

 株式交付費償却 123 

 営業外費用計 123 

経常利益 906,311 
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（３）中間株主資本等変動計算書 

   当中間会計期間（自 2025年４月１日  至  2025年９月30日）     

（単位：千円) 

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

資本 

剰余金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 3,700,640 3,800,690 △63 8,047,964 

当中間期変動額         

 剰余金の配当     △1,549,163 △1,549,163  △1,549,163 

 中間純利益     629,472 629,472  629,472 

 株主資本以外の項目の 

 当中間期変動額（純額） 
        

当中間期変動額合計 ― ― ― ― △919,690 △919,690 ― △919,690 

当中間期末残高 400,200 3,847,137 3,847,137 100,050 2,780,949 2,880,999 △63 7,128,274 

 

 評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

当期首残高 △56,889 △56,889 7,991,074 

当中間期変動額    

 剰余金の配当   △1,549,163 

 中間純利益   629,472 

 株主資本以外の項目の 

 当中間期変動額（純額） 
12,084 12,084 12,084 

当中間期変動額合計 12,084 12,084 △907,605 

当中間期末残高 △44,804 △44,804 7,083,469 

            (単位：千円) 

  当中間会計期間 

(自 2025年４月１日 

 至 2025年９月30日) 
税引前中間純利益 906,311 

法人税、住民税及び事業税 267,599 

法人税等調整額 9,239 

法人税等合計 276,839 

中間純利益 629,472 
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注記事項 

（重要な会計方針） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

  関係会社株式 

  移動平均法による原価法 

         その他有価証券 

           市場価格のない株式等以外のもの 

             時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が８－18年、器具備品が３－

15年であります。 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

 

３．収益及び費用の計上基準 

    当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の

時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。 

委託者報酬 

 

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき公募・私募の投資信

託財産の運用指図を行うことが主な履行義務の内容であり、運用

期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しておりま

す。投資信託約款に定められた信託報酬として、ファンド設定以

降、日々の純資産残高に一定の報酬率を乗じて算出された額が、

当該ファンドの運用期間にわたり収益として認識されます。 

運用受託報酬 運用受託報酬は、投資家である対象顧客と投資一任契約を締結

し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、運用期

間の経過とともにその履行義務が充足されると判断しておりま

す。投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、

料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間にわ

たり収益として認識されます。 

投資助言報酬 投資助言報酬は、対象顧客と投資助言（顧問）契約を締結し、当

該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容で

あり、助言期間の経過とともにその履行義務が充足されると判断

しております。投資助言（顧問）契約ごとに定められた助言対象

資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言

期間にわたり収益として認識されます。 

 

４．その他中間財務諸表作成のための重要な事項 

    繰延資産の処理方法 

      株式交付費  ３年間で均等償却しております。 
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（会計方針の変更） 

 該当事項はありません。 

 

 

（中間貸借対照表関係） 

 

   ※１  有形固定資産の減価償却累計額 

 当中間会計期間 

  （2025年９月30日） 

    建物 17,872千円 

    器具備品 8,680千円 

   

   ※２  消費税及び地方消費税の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 

 

 

（中間損益計算書関係） 

 

    ※  減価償却実施額 

 当中間会計期間 

  
(自  2025年４月１日 

  至  2025年９月30日) 

    有形固定資産 2,636千円 

    無形固定資産 23,095千円 
 
 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

 当中間会計期間（自 2025年４月１日 至 2025年９月30日） 

 １．発行済株式に関する事項 
 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数(株) 
増加 減少 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

普通株式 1,408,348 ― ― 1,408,348 

   

 ２．自己株式に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 

期首株式数（株） 
増加 減少 

当中間会計期間末 

株式数(株) 

普通株式 18 ― ― 18 

 

 ３．新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

 ４．配当に関する事項 

（決議） 株式の種類 
配当金の 

総額（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 配当の原資 

2025年６月17日

定時株主総会 
普通株式 1,549,163 1,100 2025年３月31日 2025年６月23日 利益剰余金 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

    中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格

のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません（(注)１．参照）。また、「現金・預金」

「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。  

     

  当中間会計期間（2025年９月30日） 

 中間貸借対照表 

計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

  投資有価証券 591,849 591,849 ― 

資産計 591,849 591,849 ― 

   

(注)１．市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。 

区分 中間貸借対照表計上額 

（千円） 

関係会社株式 

 子会社株式 

 

22,031 

 

  (注)２．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

    金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。 

 

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項 

     金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの

レベルに分類しております。           

 レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した

時価 

 レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

 レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
 
  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して

おります。 
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    時価で中間貸借対照表に計上している金融商品 

     当中間会計期間（2025年９月30日）  

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 

 投資信託 

 

― 

 

591,849 

 

― 

 

591,849 

  資産計 ― 591,849 ― 591,849 

   (注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

       投資信託 

        市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求

められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル

２の時価に分類しております。 

        

 

（有価証券関係） 

  １．子会社株式 

    市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額 

区分 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 

子会社株式 22,031 

 

    ２．その他有価証券 

      当中間会計期間（2025年９月30日） 

区分 
中間貸借対照表 

計上額（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 16,727 14,077 2,650 

小計 16,727 14,077 2,650 

中間貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(1)株式 ― ― ― 

(2)債券 ― ― ― 

(3)その他 575,122 643,200 △68,077 

小計 575,122 643,200 △68,077 

合計 591,849 657,277 △65,427 

    (注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
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（収益認識関係）  

  １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

当社は投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の

区分は概ね単一であることから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の重要性が乏しいため、

記載を省略しております。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針３．収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中

間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収

益の金額及び時期に関する情報 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（セグメント情報等） 

   当中間会計期間（自  2025年４月１日  至  2025年９月30日） 

   （セグメント情報） 

当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

 

（関連情報） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超え

るため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(1)営業収益 

       内国籍投資信託からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

 (2)有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

      委託者報酬については、制度上、顧客（最終受益者）情報を知りえないため、記載を省略してお

ります。運用受託報酬及び投資助言報酬、その他営業収益については、中間損益計算書の営業収益

の10％を占める相手先がいないことから、記載を省略しております。 

                                 

  (報告セグメントごとの減損損失に関する情報） 

 該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

 該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

 該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項     目 
当中間会計期間 

（2025年９月30日） 

１株当たり純資産額 5,029円69銭 

（算定上の基礎）  

純資産の部の合計額（千円） 7,083,469 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― 

普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（千円） 7,083,469 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の 

普通株式の数（株） 
      1,408,330 

 

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項     目 
当中間会計期間 

（自  2025年４月１日 
   至  2025年９月30日） 

１株当たり中間純利益 446円96銭 

（算定上の基礎）    

中間純利益（千円） 629,472 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る中間純利益（千円） 629,472 

普通株式の期中平均株式数（株）  1,408,330 

 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 



 
－ 89 －

４【利害関係人との取引制限】 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ

れています。 
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資

者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと

して内閣府令で定めるものを除きます。）。 
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取

引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを

除きます。）。 
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託

会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法

人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）において同じ。）または

子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な

関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の

売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。 
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産

の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。 
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者

の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし

て内閣府令で定める行為。 

５【その他】 

（１）定款の変更、その他の重要事項 
①定款の変更 

2022 年 6 月 22 日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。 
②その他の重要事項 

2022 年 8 月 1 日に、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社、ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント

株式会社、及びＳＢＩ地方創生アセットマネジメント株式会社の３社は合併をいたしました。その際、ＳＢＩ

アセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。 
また、合併後のＳＢＩアセットマネジメント株式会社は、2023 年 4 月 1 日に、新生インベストメント・マネジ

メント株式会社と合併をいたしました。その際、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併

後は同商号を継承いたしました。 
（２）訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実 

該当事項はありません。 



SBI･UTI インドインフラ関連株式ファンド

追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ

信 託 約 款

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社



追加型証券投資信託 SBI･UTIインドインフラ関連株

式ファンド

運 用 の 基 本 方 針

約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次の

ものとします。

１．基本方針

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目

指して運用を行うことを基本とします。

２．運用方法

（１）投資対象

投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受

益証券および投資法人または外国投資法人の投資

証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象としま

す。

（２）投資態度

① モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei 

UTI India Fund (Mauritius) Limited」の Class 

B 投資証券（金融商品取引法第２条第１項第

11 号で定めるものをいいます。）及び証券投

資信託である「新生 ショートターム・マザーファ

ンド」の受益証券（金融商品取引法第２条第１項

第 10 号で定めるものをいいます。）を主な投資

対象とします。

② 投資信託証券への投資は、高位を維持すること

を基本とします。

③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあ

ります。この際、新たに投資信託証券を指定した

り、既に指定されていた投資信託証券を変更し

たりする場合があります。

④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、

ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障

をきたす水準になったとき等やむを得ない事情

が発生した場合には、上記のような運用ができな

い場合があります。

（３）投資制限

① 投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関

する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の

振替に関する法律」となった場合は読み替えるも

のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を

含め「社振法」といいます。以下同じ。）第66条第

１号に規定する短期社債、同法第117条に規定

する相互会社の社債、同法第118条に規定する特

定社債および同法第120条に規定する特別法人

債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー

以外の有価証券への直接投資は行いません。

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投

資信託約款又は規約においてファンド・オブ・フ

ァンズにのみ取得されることが記載されている投

資信託証券については、信託財産の純資産総

額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けま

せん。

③ 株式への直接投資は行いません。

④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けませ

ん。

⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国

の国際収支上の理由等により特に必要と認めら

れる場合には、制約されることがあります。

⑥ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当

該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会

の規則に定めるエクスポージャーがルックスル

ーできる場合に該当しないときは、投資信託財

産の純資産総額の10％以内とします。

⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一

の者に対するエクスポージャーの投資信託財産

の純資産総額に対する比率は、原則として、

35％を超えないものとし、当該比率を超えること

となった場合には、一般社団法人投資信託協会

の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う

こととします。

３．収益分配方針

毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配

を行います。

① 分配対象額の範囲

経費控除後の利子・配当等収益および売買益

（評価益を含みます。）等の全額とします。

② 分配対象額についての分配方針

委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して

決定します。ただし、分配対象額が少額の場合

には分配を行わないことがあります。

③ 留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益

（無分配期の利益を含みます。）については、運

用の基本方針に基づき運用を行います。



追加型証券投資信託 SBI･UTIインドインフラ関連株

式ファンド 約款

（信託の種類､委託者および受託者）

第１条 この信託は証券投資信託であり、ＳＢＩア

セットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住

友信託銀行株式会社を受託者とします。

② この信託は、信託法（平成18年法律第108 号）

（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。

③ 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託

事務の委託として、信託事務の処理の一部につ

いて、金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認

可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人

（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２

条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１

号に規定する利害関係人をいいます。以下この条

において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結

し、これを委託することができます。

④ 前項における利害関係人に対する業務の委託

については、受益者の保護に支障を生じることがな

い場合に行うものとします。

（信託の目的および金額）

第２条 委託者は、金1,892,815,358円を受益者のた

めに利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引

き受けます。

（信託金の限度額）

第３条 委託者は受託者と合意のうえ、金1,000億円

を限度として信託金を追加することができます。

② 委託者は、受託者と合意の上、第１項の限度額

を変更することができます。

（信託期間）

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から第

38条第７項、第40条第１項、第41条第１項、第42条第

１項および第44条第２項の規定による信託終了の日

または信託契約解約の日までとします。

（受益権の取得申込みの勧誘の種類）

第５条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧

誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる

場合に該当する勧誘のうち投資信託及び投資法人

に関する法律第２条第８項で定める公募により行わ

れます。

（当初の受益者）

第６条 この信託契約締結当初および追加信託

当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得

申込者とし、第７条により分割された受益権は、そ

の取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま

す。

（受益権の分割および再分割）

第７条 委託者は、第２条による受益権については

1,892,815,358口を、追加信託によって生じた受益権

については、これを追加信託のつど第8条第１項の

追加口数に、それぞれ均等に分割します。

② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただ

し、社債、株式等の振替に関する法律が施行された

場合には、受託者と協議の上、同法に定めるところ

にしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割

できるものとします。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

第８条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業

日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の

口数を乗じた額とします。

② この約款において基準価額とは、信託財産に属

する資産を法令および一般社団法人投資信託協会

規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総

額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」

といいます。）を、計算日における受益権総口数で

除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通

貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいま

す。）預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の

円換算については、原則としてわが国における計算

日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す。

③ 第21条に規定する予約為替の評価は、原則とし

て、わが国における計算日の対顧客先物売買相場

の仲値によるものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異にす

ることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第 10 条 この信託のすべての受益権は、社債等

の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み

替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法

律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規

定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託

者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことに

ついて同意した一の振替機関（社振法第２条に規

定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」とい



います。）及び当該振替機関の下位の口座管理

機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」を

いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といい

ます。）の振替口座簿に記載または記録されること

により定まります（以下、振替口座簿に記載または

記録されることにより定まる受益権を「振替受益

権」といいます。）。

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替

機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り

消された場合または当該指定が効力を失った場

合であって、当該振替機関の振替業を承継する

者が存在しない場合その他やむを得ない事情が

ある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券

を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等

により受益証券を発行する場合を除き、無記名式

受益証券から記名式受益証券への変更の請求、

記名式受益証券から無記名式受益証券への変更

の請求、受益証券の再発行の請求を行わないも

のとします。

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受

益権について、振替機関等の振替口座簿への新

たな記載または記録をするため社振法に定める

事項の振替機関への通知を行うものとします。振

替機関等は、委託者から振替機関への通知があ

った場合、社振法の規定にしたがい、その備える

振替口座簿への新たな記載または記録を行いま

す。

（受益権の設定に係る受託者の通知）

第 11 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受

益権については信託契約締結時に、追加信託に

より生じた受益権については追加信託のつど、振

替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益

権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第12条 販売会社（委託者の指定する金融商品取

引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引

業を行う者および委託者の指定する金融商品取引

法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいま

す。以下同じ。）は、第７条第１項の規定により分割さ

れる受益権を、その取得申込者に対し販売会社が

定める単位をもって取得申込に応じることができるも

のとします。ただし、別に定める自動けいぞく投資契

約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取

得申込者に限り、１口の整数倍をもって取得申込に

応じることができるものとします。

② 前項の取得申込者は販売会社に、取得申込と

同時にまたは予め、自己のために開設されたこの

信託の受益権の振替を行うための振替機関等の

口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者

に係る口数の増加の記載または記録が行われま

す。なお、販売会社は、当該取得申込の代金（第

４項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗

じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、

当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の

記載または記録を行うことができます。

③ 第１項の規定にかかわらず、取得申込日がモー

リシャスの銀行の休業日、インドのムンバイ証券取引

所の休業日、あるいはインドのナショナル証券取引

所の休業日と同日の場合には、第１項による受益権

の取得の申込みに応じないものとします。ただし、第

36条第２項に規定する収益分配金の再投資にかか

る場合を除きます。

④ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日

の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手

数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費

税等」といいます。）に相当する金額を加算した価

額とします。ただし、この信託契約締結日前の取

得申込にかかる受益権の価額は、１口につき１円

に手数料および当該手数料に係る消費税等に相

当する金額を加算した価額とします。

⑤ 前項の手数料の額は、販売会社がそれぞれ独

自に定めるものとします。

⑥ 第４項の規定にかかわらず、受益者が別に定め

る契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の

受益権の価額は、原則として、第30条に規定する各

計算期間終了日の基準価額とします。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商

品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する

金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８

項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいま

す。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取

引の停止、決済機能の停止、投資対象国における

非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更

や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデタ

ーや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場

の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他や

むを得ない事情があるときは、第１項による受益権の

取得申込の受け付けを中止することおよびすでに受

け付けた取得申込の受け付けを取り消すことができ

ます。

（受益権の譲渡に係る記載または記録）

第 13 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡

する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする

受益権が記載または記録されている振替口座簿



に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機

関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益

権の口数の減少および譲受人の保有する受益権

の口数の増加につき、その備える振替口座簿に

記載または記録するものとします。ただし、前項の

振替機関等が振替先口座を開設したものでない

場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の

振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を

含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人

の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また

は記録が行われるよう通知するものとします。

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、

当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関

等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等

が異なる場合等において、委託者が必要と認める

ときまたはやむをえない事情があると判断したとき

は、振替停止日や振替停止期間を設けることがで

きます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口

座簿への記載または記録によらなければ、委託者

および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類）

第15条 この信託において投資の対象とする資産

の種類は、次に掲げるものとします。

①次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託

及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるも

のをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

②次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

（有価証券および金融商品の指図範囲等）

第16条 委託者は、信託金を、主として次の外国投

資法人の投資証券およびＳＢＩアセットマネジメント株

式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社

を受託者として締結された次のマザーファンド（そ

の受益権を他の証券投資信託の信託財産に取

得させることを目的とした証券投資信託です。）の

受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法

第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項

各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指

図します。

１．モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei 

UTI India Fund (Mauritius) Limited」のClass B投資

証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定める

ものをいいます。）

２．証券投資信託 「新生 ショートターム・マザーファ

ンド」の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10

号で定めるものをいいます。）

３．短期社債等（社振法第66条第１号に規定する短

期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、

同法第118条に規定する特定社債および同法第120

条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマ

ーシャル・ペーパー

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第

２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。）

②前項の規定にかかわらず、この信託の設定、解

約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者

が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に

掲げる権利を含みます。）により運用することの指

図ができます。

１.預金

２.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14

号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３.コール・ローン

４.手形割引市場において売買される手形

（信用リスク集中回避のための投資制限）

第 16 条の２ 同一銘柄の投資信託証券への投資

割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資

信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ

クスルーできる場合に該当しないときは、投資信

託財産の純資産総額の 10％以内とします。

② 一般社団法人投資信託協会の規則に定める

一の者に対するエクスポージャーの投資信託財

産の純資産総額に対する比率は、原則として、

35％を超えないものとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会の

規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと

とします。

（利害関係人等との取引等）

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じるこ

とがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び

投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな

い場合には、委託者の指図により、信託財産と、受

託者（第三者との間において信託財産のためにする



取引その他の行為であって、受託者が当該第三者

の代理人となって行うものを含みます。）および受託

者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に

関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29

条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。

以下本項、次項および第22条において同じ。）、第

22条第１項に定める信託業務の委託先およびその

利害関係人または受託者における他の信託財産と

の間で、前２条に掲げる資産への投資等ならびに第

21条および第25条から第27条に掲げる取引その他

これらに類する行為を行うことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての

権限に基づいて信託事務の処理として行うことがで

きる取引その他の行為について、受託者または受託

者の利害関係人の計算で行うことができるものとしま

す。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人

の計算で行う場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資

法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場

合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役

および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第

31条の４第５項および同条第６項に規定する親法人

等又は子法人等をいいます。）または委託者が運用

の指図を行う他の信託財産との間で、前２条に掲げ

る資産への投資等ならびに第21条および第25条か

ら第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を

行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者

の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該

行為を行うことができます。

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者

に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３

項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、

別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図

を行います。

（同一銘柄の投資信託証券への投資制限）

第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投

資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の

100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

② 前項の規定にかかわらず、当該信託約款又は規

約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得され

ることが記載されている投資信託証券については、

信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総

額の制限を受けません。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第 20 条 外貨建有価証券への投資については、

わが国の国際収支上の理由等により特に必要と

認められる場合には、制約されることがあります。

（外国為替予約の指図）

第 21 条 受託者は、信託財産に属する外貨建資

産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外

国為替の売買の予約を指図することができます。

（信託業務の委託等）

第22条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務

の一部について、信託業法第22条第1項に定める信

託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のす

べてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みま

す。）を委託先として選定します。

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の

遂行に懸念がないこと

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託

業務を確実に処理する能力があると認められること
3．委託される信託財産に属する財産と自己の
固有財産その他の財産とを区分する等の管理を
行なう体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための

体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあた

っては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に

適合していることを確認するものとします。

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に

掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認

める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委

託することができるものとします。

１．信託財産の保存に係る業務

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、

その利用または改良を目的とする業務

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およ

びその他の信託の目的の達成のために必要な

行為に係る業務

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能

を有する行為

（混蔵寄託）

第23条 金融機関または第一種金融商品取引業者

等（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種

金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠

して設立された法人でこの者に類する者をいいます。

以下本条において同じ。）から、売買代金および償

還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引

により取得した外国において発行されたコマーシャ

ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融



商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の

名義で混蔵寄託できるものとします。

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第24条 信託の登記または登録をすることができる

信託財産については、信託の登記または登録をす

ることとします。ただし、受託者が認める場合は、信

託の登記または登録を留保することがあります。

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のた

めに委託者または受託者が必要と認めるときは、速

やかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をす

ることができる信託財産については、信託財産に

属する旨の記載または記録をするとともに、その

計算を明らかにする方法により分別して管理する

ものとします。ただし、受託者が認める場合は、そ

の計算を明らかにする方法により分別して管理す

ることがあります。

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区

別することができる方法によるほか、その計算を明

らかにする方法により分別して管理することがありま

す。

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指図）

第25条 委託者は、信託財産に属する投資信託証

券またはマザーファンドの受益証券にかかる信託契

約の一部解約の請求および信託財産に属する有価

証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第26条 委託者は、前条の規定による一部解約金、

有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、

有価証券等に係る利子等およびその他の収入金を

再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならび

に運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当ての

ために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と

して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の

手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じ

る場合を含みます。）の指図をすることができます。

なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行

わないものとします。

② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を

満たす範囲内の額とします。

１.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、

一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価

証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償

還による受取りの確定している資金の額の範囲内

２.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てに

あたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

３.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産

総額の10％以内

③ 一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入

期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日ま

での間または受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日

までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入

金日までの期間が５営業日以内である場合の当該

期間とします。

④ 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当て

のための借入期間は、信託財産から収益分配金が

支弁される日からその翌営業日までとします。

⑤ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

（損益の帰属）

第28条 委託者の指図に基づく行為により 信託財

産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。

（受託者による資金の立替え）

第29条 信託財産に属する有価証券について、借替

がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者

は資金の立替えをすることができます。

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有

価証券等に係る利子等およびその他の未収入金で、

信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると

きは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れ

ることができます。

③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを

定めます。

（信託の計算期間）

第 30 条 この信託の計算期間は、毎年 10 月 26

日から翌年 10 月 25 日とすることを原則とします。

ただし、第１計算期間は信託契約締結日より平成

20 年 10 月 27 日までとします。

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期

間終了日に該当する日（以下本項において「該当

日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了

日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算

期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期

間の終了日は第４条に定める信託期間の終了日とし



ます。

（信託財産に関する報告等）

第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者

に提出します。

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、

信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者

に提出します。

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者

に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わ

ないこととします。

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項

に定める書類又は電磁的記録の作成に欠くことので

きない情報その他の信託に関する重要な情報およ

び当該受益者以外の者の利益を害するおそれのな

い情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧又

は謄写の請求をすることはできないものとします。

（信託事務の諸費用および監査費用）

第 32 条 信託財産に関する租税、信託事務の処

理に要する諸費用および受託者の立替えた立替

金の利息 （以下「諸経費」といいます。）は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。

② 信託財産に係る監査費用および当該監査費

用に係る消費税等に相当する金額は、第 30 条に

規定する計算期間を通じて日々計上され、第 33

条第２項に規定する信託報酬の支弁される日に

信託財産中から支弁します。

（信託報酬等の総額）

第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、

第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財

産の純資産総額に年10,000分の114の率を乗じて得

た額とします。

② 前項の信託報酬は、計算期間の最初の６ヵ月終

了日、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中

から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分

は別に定めます。

③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額

を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配）

第34条 信託財産から生ずる毎計算期末における利

益は、次の方法により処理します。

１．分配金、利子およびこれ等に類する収益から支

払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいま

す。）は、諸経費、諸費用、信託財産に係る監査費

用および当該監査費用に係る消費税等に相当する

金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税

等に相当する金額を控除した後その残金を受益者

に分配することができます。なお、次期以降の分配

金にあてるため、その一部を分配準備積立金として

積み立てることができます。

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下

「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費用、信託財

産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費

税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報

酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠

損金のあるときは、その全額を売買益をもって補て

んした後、受益者に分配することができます。なお、

次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金とし

て積み立てることができます。

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損

失は、次期に繰り越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込

みと支払いに関する受託者の免責)

第35条 受託者は、収益分配金については第36条

第１項及び第36条第２項に規定する支払開始日まで

に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産

総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）については第36条第３項に規定する支払開始

日までに、一部解約金（第38条第３項の一部解約の

価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま

す。以下同じ。）については第36条第４項に規定す

る支払日までに、その全額を委託者の指定する預金

口座等に払い込みます。

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する

預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約

金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつ

き、その責に任じません。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）

第36条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ

月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間

の末日において振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されている受益者（当該収益分配金に

かかる計算期間の末日以前において一部解約が

行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に

設定された受益権で取得申込代金支払前のため

販売会社の名義で記載または記録されている受

益権については原則として取得申込者とします。）

に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基

づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込む



ことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業

日に収益分配金が販売会社に支払われます。この

場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配

金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じる

ものとします。当該取得により増加した受益権は、第

10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載ま

たは記録されます。

③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者

の指定する日から、信託終了日において振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されている

受益者（信託終了日以前において一部解約が行

われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該信託終了日以前に設定された受益権で取得

申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま

たは記録されている受益権については原則として

取得申込者とします。）に支払います。なお、当該

受益者は、その口座が開設されている振替機関

等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引

き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数

の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にし

たがい当該振替機関等の口座において当該口数

の減少の記載または記録が行われます。

④ 一部解約金は、第 38 条第１項の受益者の請

求を受け付けた日から起算して、原則として、７営

業日目から受益者に支払います。

⑤ 前各項（第２項を除く。）に規定する収益分配

金、償還金および一部解約金の支払いは、販売

会社の営業所等において行うものとします。

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にか

かる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託

時の受益権の価額等に応じて計算されるものとし

ます。

⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施

行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則とし

て、追加信託のつど当該口数により加重平均され、

収益分配のつど調整されるものとします。また、前項

に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」

とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価

額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。

（収益分配金および償還金の時効）

第 37 条 受益者が、収益分配金については第 36

条第１項に規定する支払開始日から５年間その支

払いを請求しないとき、ならびに信託終了による

償還金について第 36 条第３項に規定する支払開

始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、

委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第38条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、

委託者に販売会社が定める単位（別に定める契約

にかかる受益権または販売会社に帰属する受益権

については１口単位）をもって一部解約の実行を請

求することができます。ただし、モーリシャスの銀行

休業日、インドのムンバイ証券取引所の休業日、あ

るいはインドのナショナル証券取引所の休業日と同

日の場合には、受益権の一部解約の実行の請求の

受け付けは行いません。

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を

受け付けた場合には、この信託契約の一部を解

約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を

行う受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託

契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、

当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹

消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたが

い当該振替機関等の口座において当該口数の減

少の記載または記録が行われます。

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の

請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に

0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として

控除した価額とします。

④ 信託契約の一部解約にかかる一部解約の実行

の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振

替受益権をもって行うものとします。

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引

の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォ

ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の

導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の

変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性

の極端な減少など、その他やむを得ない事情が

あるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求

の受け付けを中止することおよびすでに受け付け

た一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す

ことができます。

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付け

が中止された場合には、受益者は当該受け付け

中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求

を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約

の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益

権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解

除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約

の実行の請求を受け付けたものとして第３項の規

定に準じて計算された価額とします。



⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合は、

受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出

ることにより、第40条の規定にしたがってこの信託契

約を解約し、信託を終了させることができます。

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い）

第 39 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記

載または記録されている受益権にかかる収益分

配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、

一部解約金および償還金の支払い等については、

この約款によるほか、民法その他の法令等にした

がって取り扱われます。

（信託契約の解約）

第40条 委託者は、信託期間中において、この信託

契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を

終了させることができます。この場合において、委託

者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出るものとします。

② 委託者は、前項の事項について、書面による決

議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この

場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決

議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れ

ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を

記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およ

びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を

除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使し

ないときは、当該知れている受益者は書面決議につ

いて賛成するものとみなします。

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで

きる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を

もって行います。

⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契

約の解約について提案をした場合において、当該

提案につき、この信託契約に係るすべての受益者

が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし

たときには適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解

約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信

託契約を解約し信託を終了させます。

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託

約款を変更しようとするときは、第45条の規定にした

がいます。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受け

たとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託

契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会

社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第45

条の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信

託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第43条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡す

ることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事

業を譲渡することがあります。

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を

承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に

関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務

を辞任することができます。受託者がその任務に違

反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重

要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁

判所に受託者の解任を申立てることができます。受

託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解

任した場合、委託者は、第45条の規定にしたがい、

新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によ

って行う場合を除き、受託者を解任することはできな

いものとします。

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託

者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）

第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認め

るときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまた

はこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資

法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者

指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を

行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併

合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け

出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の

方法によって変更することができないものとします。



② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっ

ては、その内容が重大なものに該当する場合に限り

ます。以下、併合（ただし、受益者の利益に及ぼす

影響が軽微なものとして投資信託及び投資法人に

関する法律施行規則で定める併合を除きます。）と

合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ

いて、書面決議を行います。この場合において、あ

らかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更

等の内容およびその理由などの事項を定め、当該

決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知

れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項

を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およ

びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す

るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を

除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口

数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで

きます。なお、知れている受益者が議決権を行使し

ないときは、当該知れている受益者は書面決議につ

いて賛成するものとみなします。

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで

きる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を

もって行います。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者

に対してその効力を生じます。

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な

約款の変更等について提案をした場合において、

当該提案につき、この信託約款に係るすべての受

益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたときには適用しません。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託にお

いて併合の書面決議が可決された場合にあっても、

当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託にお

いて当該併合の書面決議が否決された場合は、当

該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対者の買取請求権)

第46条 ＜削除＞

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）

第47条 この信託の受益者は、委託者または受託者

に対して、次に掲げる事項の開示の請求を行うこと

はできません。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

（公告）

第48条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公

告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.sbiam.co.jp/

② 前項の電子公告による公告をすることができない事

故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日

刊工業新聞に掲載します。

（運用状況に係る情報の提供）

第48条の２ 委託者は、投資信託および投資法人に

関する法律第14条第1項に定める事項に係る情報を

電磁的方法により提供します。

② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者か

ら前項に定める情報の提供について、書面の交付

の方法による提供の請求があった場合には、当該方

法により行うものとします。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第49条 この信託約款の解釈について疑義を生じた

ときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（付 則）

この約款において、「自動けいぞく投資契約」とは、

この信託について受益権取得申込者と販売会社が

締結する「自動けいぞく投資契約」と別の名称で同

様の権利義務関係を規定する契約を含むものとしま

す。この場合、「自動けいぞく投資契約」は当該別の

名称に読み替えるものとします。

上記条項により信託契約を締結します。

平成20年２月29日

東京都千代田区内幸町二丁目１番８号

委託者 新生インベストメント･マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

受託者 三井住友信託銀行株式会社
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